
慶
長
七
年
（
一
六

0
二
）
、
佐
竹
氏
は
徳
川
家
康
に
よ
り
常
陸
の
旧

領
五
四
万
石
余
を
没
収
さ
れ
、
領
知
高
も
示
さ
れ
な
い
ま
ま
出
羽
国
へ

の
移
封
を
命
じ
ら
れ
た
。
旧
領
主
秋
田
実
季
の
土
崎
湊
城
に
一
冬
を
過

ご
し
た
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
は
、
翌
艇
長
八
年
、
現
在
の
秋
田
市
千
秋

公
園
の
地
に
新
領
国
の
本
拠
地
を
定
め
、
本
格
的
な
領
国
経
営
に
着
手

す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
と
き
、
城
下
南
西
部
を
北
流
し
、
土
崎
湊
で
日

本
海
に
注
ぐ
雄
物
川
河
口
部
の
左
岸
一
帯
は
、
山
形
藩
最
上
氏
五
七
万

石
の
所
領
だ
っ
た
。
秋
田
溜
側
か
ら
見
た
こ
の
雄
物
川
対
岸
部
を
百
三

段
（
も
も
さ
だ
）
地
域
と
い
う
。

元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
八
月
、
山
形
藩
主
最
上
義
俊
が
改
易
さ
れ

た
。
す
る
と
江
戸
に
出
て
い
た
義
宣
は
、
こ
の
百
三
段
地
域
と
自
領
村

は
じ
め
に

方
の
交
換
に
向
け
て
動
い
た
。
そ
の
願
い
が
認
め
れ
、
幕
府
よ
り
そ
れ

を
許
可
す
る
旨
の
知
ら
せ
が
秋
田
藩
重
臣
梅
津
政
景
の
も
と
に
届
い
た

の
は
十
月
八
日
の
深
夜
だ
っ
た
。
政
景
は
正
確
で
克
明
な
日
記
を
書
き

残
し
て
お
り
、
以
下
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
政
景
日
記
と
略
記
す
る
。
す

る
と
、
そ
の
と
き
の
様
子
は
次
の
よ
う
だ
っ
た
。

当
所
池
梨
ノ
内
も
、
さ
だ
義
宣
知
行
二
引
替
被
遣
候
間
、
も
A

さ

だ
知
行
高
ほ
と
秋
田
分
う
け
取
可
被
相
渡
由
、
江
戸
よ
り
御
意
之

由
、
左
京
様
・
右
近
さ
ま
・
喜
之
助
殿
・
九
兵
へ
殿
被
仰
越
之
由
、

御
意
被
成
候
。

こ
の
と
き
政
景
は
由
利
の
本
荘
に
い
た
。
事
態
は
や
や
複
雑
で
、
由

利
領
に
は
最
上
氏
支
配
下
の
本
荘
城
と
滝
沢
城
が
あ
り
、
秋
田
藩
は

こ
れ
を
接
収
す
る
た
め
軍
勢
を
率
い
て
由
利
に
出
陣
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
幕
府
は
最
上
義
俊
改
易
の
上
使
宇
都
宮
藩
主
本
多
正
純
に

佐
竹
氏
入
部
前
後
の
由
利
領
北
部
地
域

渡

辺

英

夫
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対
し
、
突
如
、
下
野
国
の
一
五
万
五

0
0
0
石
を
没
収
し
、
由
利

五
万
五

0
0
0
石
の
新
領
地
へ
山
形
か
ら
直
接
移
動
す
る
よ
う
命
じ
た

の
だ
っ
た
。

右
に
引
用
し
た
政
景
日
記
に
登
場
す
る
旗
本
の
伊
丹
喜
之
助
康
勝
と

高
木
九
兵
衛
正
次
は
、
本
多
の
由
利
移
封
を
申
し
付
け
る
二
代
将
軍
徳

川
秀
忠
の
上
使
で
、
鳥
居
左
京
亮
忠
政
は
磐
城
平
藩
―
二
万
石
か
ら

八
万
石
加
増
さ
れ
て
移
封
し
た
新
し
い
山
形
藩
主
だ
っ
た
。
そ
し
て
本

多
と
共
に
山
形
に
派
遣
さ
れ
た
最
上
氏
改
易
の
上
使
永
井
右
近
大
夫
直

勝
は
、
こ
の
年
、
常
陸
国
笠
間
五
万
二

0
0
0
石
か
ら
二
万
石
の
加
増

を
受
け
て
下
総
国
古
河
へ
転
封
す
る
が
、
こ
の
永
井
こ
そ
が
秀
忠
の
密

命
を
受
け
た
現
地
山
形
の
指
令
官
だ
っ
た
。

由
利
領
の
受
け
取
り
に
は
旗
本
の
石
川
八
左
衛
門
政
次
と
水
野
河
内

守
守
信
の
両
名
が
上
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
永
井
は
書
状
を
以

て
石
川
・
水
野
両
名
に
本
多
の
由
利
移
封
を
伝
え
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
永
井
は
山
形
城
に
控
え
て
い
た
政
景
に
由

利
に
行
っ
て
石
川
と
水
野
に
面
会
し
、
対
応
方
の
詳
細
を
伝
え
る
よ
う

指
令
し
た
。
と
同
時
に
永
井
は
、
本
多
へ
の
由
利
領
引
き
渡
し
が
済
ん

だ
後
も
、
秋
田
藩
勢
は
暫
く
解
兵
せ
ず
に
由
利
境
の
秋
田
藩
側
に
留
ま

る
よ
う
政
景
に
指
示
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
政
景
は
、
本
荘
に
出
陣

し
て
い
る
秋
田
勢
を
自
領
内
の
ど
こ
に
移
動
さ
せ
る
べ
き
か
、
そ
の
判

断
を
仰
ぐ
べ
く
兄
で
家
老
の
梅
津
半
右
衛
門
憲
忠
の
も
と
、
山
形
か
ら

久
保
田
へ
急
行
す
る
。
す
る
と
、
憲
忠
の
指
示
は
、
次
の
通
り
だ
っ
た
。

半
右
衛
門
申
分
ハ
君
か
野
、
ミ
や
う
が
沢
、
か
つ
ら
ね
、
此
三
ヶ

所
二
余
り
候
ハ
、
と
よ
ま
き
二
可
被
差
置
由
、
瀧
沢
衆
ハ
太
沢
二
、

(
2
)
 

余
り
候
ハ
、
新
山
へ
被
参
候
。

本
荘
に
出
陣
し
て
い
る
秋
田
勢
は
、
君
ヶ
野
・
名
ヶ
沢
・
桂
根
の
三
ヶ

所
に
移
動
さ
せ
、
そ
こ
に
収
容
し
き
れ
な
い
軍
勢
は
豊
巻
に
移
動
さ
せ

よ
、
こ
れ
が
憲
忠
の
指
示
だ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
元
和
八
年
、
最
上

義
俊
が
改
易
さ
れ
る
ま
で
、
秋
田
藩
は
最
上
氏
支
配
の
由
利
領
内
に

君
ヶ
野
・
名
ヶ
沢
・
桂
根
の
三
ヶ
村
を
飛
地
状
に
支
配
し
て
い
た
事
実

が
明
ら
か
と
な
る
。

右
の
史
料
は
、
前
稿
に
紹
介
し
検
討
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
最
上
氏
の

改
易
と
本
多
正
純
の
由
利
移
封
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
秋
田
藩
が
百
三

段
地
域
を
自
藩
領
に
取
り
込
む
問
題
を
考
え
る
上
で
決
定
的
に
重
要
な

(
3
)
 

た
め
、
再
度
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
。
正
確
を
旨
と
す
る
政
景
日
記
に
よ

り
、
秋
田
藩
が
出
羽
移
封
後
、
こ
の
時
期
に
至
る
ま
で
由
利
領
北
部
地

域
に
わ
ず
か
と
は
い
え
三
ヶ
村
の
飛
地
を
領
し
て
い
た
の
は
確
か
だ
っ

た
。
だ
が
、
地
元
自
治
体
史
の
中
に
は
、
次
の
如
く
政
景
の
記
述
を
真
っ

向
か
ら
否
定
す
る
極
端
な
説
を
唱
え
る
も
の
も
あ
る
。

君
力
野
以
下
の
村
が
替
え
地
の
対
象
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
理
由

は
、
前
記
各
村
を
「
由
利
領
境
の
秋
田
領
」
と
誤
っ
て
解
釈
し
た

の
が
原
因
で
あ
る
。
「
君
ガ
野
・
名
ガ
沢
・
桂
根
・
豊
巻
」
は
、

由
利
領
境
の
秋
田
領
で
は
な
く
、
「
秋
田
領
境
の
由
利
領
」
な
の

で
あ
る
。
諸
説
に
出
て
く
る
桂
根
・
八
田
・
名
ガ
沢
．
君
ガ
野
な
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ど
は
、
百
三
段
よ
り
も
さ
ら
に
南
に
位
置
し
、
仮
に
こ
れ
ら
の
村

が
秋
田
領
だ
っ
た
と
す
る
と
飛
ぴ
地
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

(
4
)
 

る
。
秋
田
領
に
は
下
野
の
国
以
外
飛
び
地
は
な
い
。

秋
田
藩
に
は
下
野
国
以
外
に
飛
地
領
は
な
い
の
だ
か
ら
、
憲
忠
が
指

示
し
た
地
域
は
、
由
利
領
境
の
秋
田
藩
領
で
は
な
く
、
「
秋
田
領
境
の

由
利
領
」
な
の
だ
、
と
政
景
の
記
述
を
ね
じ
曲
げ
て
い
る
。
曲
解
も
甚

だ
し
い
暴
論
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
、
山
形
城
で
「
秋
田
御

人
数
、
由
利
境
目
御
領
分
迄
引
取
候
様
二
と
」
指
令
を
受
け
た
政
景
自

身
、
不
審
に
思
い
、
改
め
て
こ
の
点
を
幕
府
上
使
衆
に
問
い
た
だ
し
て

(
5
)
 

い
た
。
す
る
と
そ
の
返
答
は
、
「
由
利
境
御
領
分
二
御
人
数
被
残
置
候

へ
と
御
理
之
由
」
と
の
こ
と
で
、
由
利
境
の
秋
田
藩
側
で
あ
る
こ
と
に

(
6
)
 

間
違
い
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
稿
で
詳
し
く
分
析
し
た
と

こ
ろ
だ
が
、
右
自
治
体
史
は
こ
う
し
た
政
景
の
動
き
に
つ
い
て
に
は
触

れ
て
い
な
い
。

百
三
段
地
域
の
村
替
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
は
す
で
に
江
戸
時
代
の

内
に
地
元
で
も
詳
し
い
事
実
関
係
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ

で
も
、
百
三
段
地
域
と
交
換
さ
れ
た
村
は
ど
こ
な
の
か
、
こ
の
点
に
関

心
が
持
た
れ
、
近
年
に
至
る
ま
で
数
多
く
の
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。

い
ず
れ
も
決
定
的
な
史
料
を
欠
き
、
微
妙
な
達
い
を
見
せ
つ
議
論
が
重

ね
ら
れ
、
複
雑
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
百
三
段
地
域
の
村
替
問

題
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
は
、
関
連
史
料
と
そ
れ
に
関
わ
る
研
究
史

を
整
理
す
る
形
で
別
稿
を
予
定
す
る
も
の
と
し
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
制

赤
尾
津
氏
一
党
と
由
利
領
北
部
地
域

約
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
諸
説
と
本
稿
の
分
析
を
絡
ま
せ
て
考
察

す
る
手
法
は
採
ら
な
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、
君
ヶ
野
・
名
ヶ
沢
・
桂
根
な
ど
三
ヶ
村
の
秋
田
蕃
飛

地
領
が
由
利
領
北
部
地
域
に
生
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
佐
竹
氏
が
入

部
す
る
以
前
の
秋
田
氏
支
配
の
時
代
か
ら
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
上

で
、
由
利
領
大
沢
郷
の
状
況
に
つ
い
て
も
戦
国
末
期
の
対
立
関
係
を
明

ら
か
に
し
、
佐
竹
氏
入
部
後
、
村
替
が
お
こ
な
わ
れ
た
元
和
・
寛
永
期

に
お
け
る
由
利
領
北
部
地
域
の
在
地
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
、
幕
府
か
ら
二
万
石
を
与
え
ら
れ
た
岩
城

四
郎
二
郎
吉
隆
は
翌
寛
永
元
年
七
月
、
由
利
の
赤
尾
津
を
新
領
地
経
営

の
本
拠
地
と
定
め
る
。
政
景
日
記
は
同
年
八
月
八
日
の
条
に
次
の
通
り

記
し
て
い
る
。

去
月
晦
日
之
日
付
二
て
半
右
衛
門
所
よ
り
書
中
有
、
四
郎
二
郎
様

(
7
)
 

御
座
所
、
御
下
衆
有
所
も
、
本
赤
宇
津
に
極
゜

「
下
衆
」
と
あ
る
の
は
岩
城
氏
家
臣
の
こ
と
で
、
秋
田
藩
家
老
の
梅

津
憲
忠
は
最
上
氏
の
重
臣
本
城
満
茂
の
旧
領
を
受
け
取
り
、
岩
城
吉
隆

の
居
所
と
そ
の
家
中
屋
敷
を
決
め
る
た
め
、
七
月
二
十
四
日
か
ら
赤
尾

津
に
出
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
月
晦
日
の
三
十
日
、
こ
の
町
割
り

が
終
了
し
、
そ
の
こ
と
を
江
戸
に
上
っ
て
い
た
政
景
に
知
ら
せ
て
き
た
。
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一
六
歳
に
な
っ
た
岩
城
吉
隆
は
、
こ
の
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
＋
ニ

月
二
十
九
日
の
除
目
で
、
従
五
位
下
修
理
大
夫
に
叙
任
さ
れ
る
。
だ
が
、

新
領
地
由
利
へ
の
下
向
は
ま
だ
許
さ
れ
ず
、
そ
の
本
拠
地
建
設
は
伯
父

で
あ
る
佐
竹
義
宣
の
指
示
に
よ
り
秋
田
藩
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の

だ
っ
た
。

慶
長
十
四
年
（
一
六

0
九
）
生
ま
れ
の
吉
隆
は
、
元
和
六
年

（
一
六
二

0
)
、
父
貞
隆
の
死
に
伴
い
―
二
歳
に
し
て
父
の
遺
領
一
万
石

を
信
州
川
中
島
に
継
承
し
た
。
「
寛
政
重
脩
諸
家
譜
』
は
吉
隆
に
関
し
て
、

（
元
和
）
八
年
出
羽
国
由
利
郡
の
う
ち
に
を
い
て
一
万
石
を
加
え

ら
れ
、
す
べ
て
二
万
石
を
領
し
、
九
年
十
一
月
河
中
嶋
の
領
地
を

(
8
)
 

由
利
郡
に
移
さ
れ
亀
田
に
住
す
。

と
記
し
て
い
る
。
最
上
氏
が
改
易
さ
れ
た
元
和
八
年
、
岩
城
吉
隆
は

由
利
に
一
万
石
を
加
増
さ
れ
、
信
州
川
中
島
と
合
わ
せ
て
計
二
万
石
の

大
名
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
に
由
利
に
移
封
し
た
、
と
岩
城

氏
の
家
譜
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
元
和
八
年
時
点
で
由
利
に
一
万

石
を
与
え
ら
れ
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
政
景
日
記
を
は
じ
め
地
元

側
の
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
述
の
通
り
、

本
多
正
純
が
改
易
さ
れ
た
翌
月
の
元
和
九
年
十
一
月
、
吉
隆
は
幕
府
よ

り
由
利
に
二
万
石
を
与
え
ら
れ
て
川
中
島
か
ら
移
っ
た
も
の
と
し
て
論

を
進
め
た
い
。
ま
た
、
二
万
石
の
大
名
と
は
い
え
、
岩
城
氏
に
は
当
初
、

城
構
え
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
藩
主
と
家
中
が
集
住
す
る
町
を

城
下
町
と
い
う
の
は
正
確
に
は
誤
り
で
、
正
し
く
は
陣
屋
構
え
の
陣
屋

町
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
通
例
に
な
ら
い
城

下
町
の
称
を
用
い
る
。
ま
た
、
古
代
国
郡
制
の
規
定
に
由
利
郡
は
な
く
、

中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
お
い
て
、
こ
の
地
域
を
指
す
概
念
と
し
て
は
「
由

利
領
」
の
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

岩
城
氏
が
本
拠
地
と
し
た
赤
尾
津
は
、
赤
宇
津
あ
る
い
は
赤
宇
曾
と

も
記
さ
れ
、
寛
永
年
中
前
半
期
に
は
、
そ
こ
は
亀
田
と
改
称
さ
れ
る
。

奥
書
に
「
艇
長
十
七
年
六
月
廿
八
日
」
の
日
付
を
も
っ
「
由
利
郡
中
塵

長
年
中
比
見
出
検
地
帳
」
は
、
「
最
上
義
光
分
限
帳
」
の
写
し
と
考
え

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
赤
尾
津
郷
は
冨
田
村
・
福
俣
村
・
赤

(
9
)
 

寺
村
の
三
ヶ
村
か
ら
な
る
と
い
う
。
赤
尾
津
は
最
上
義
光
が
徳
川
家
康

か
ら
由
利
領
を
与
え
ら
れ
る
ま
で
、
由
利
十
二
頭
の
ひ
と
り
赤
尾
津
氏

が
治
め
る
土
地
だ
っ
た
。
そ
の
範
囲
は
、
由
利
本
荘
市
に
合
併
す
る
以

前
の
岩
城
町
の
大
半
と
由
利
本
荘
市
松
ヶ
崎
地
域
を
含
め
た
広
領
域
を

指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
寛
永
元
年
八
月
、
政
景
が
岩
城

吉
隆
の
「
御
座
所
」
を
「
本
赤
宇
津
」
と
し
て
、
「
赤
宇
津
」
に
「
本
」

を
つ
け
た
の
は
、
か
つ
て
赤
尾
津
氏
が
城
館
を
構
え
た
狭
義
の
赤
尾
津

を
指
し
て
い
る
、
そ
う
考
え
た
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
赤
尾
津
の
広
領
域
と
そ
こ
を
治
め
た
赤
尾
津
氏
に
つ

い
て
戦
国
期
の
様
相
を
考
え
て
み
よ
う
。
寛
永
元
年
よ
り
遡
る
こ
と

三
五
年
、
天
正
十
七
年
(
-
五
八
九
）
、
太
閤
豊
臣
秀
吉
の
惣
無
事
令

が
発
令
さ
れ
る
さ
な
か
、
秋
田
市
土
崎
港
に
本
拠
地
を
置
く
秋
田
実
季

は
一
族
に
謀
反
を
企
て
ら
れ
た
。
実
季
の
従
兄
弟
で
豊
島
城
主
だ
っ
た
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秋
田
道
季
が
角
館
方
面
に
基
盤
を
お
く
戸
沢
氏
と
結
ぴ
、
実
季
に
反
逆

し
た
の
で
あ
る
。
道
季
は
遠
く
陸
奥
国
の
南
部
氏
や
横
手
・
湯
沢
方
面

を
治
め
る
小
野
寺
氏
と
も
連
携
し
て
い
た
と
い
い
、
こ
の
戦
い
を
湊
合

(10) 

戦
と
い
う
。

湊
合
戦
は
、
天
正
十
五
年
(
-
五
八
七
）
、
実
季
の
父
愛
季
が
陣
中

に
没
し
、
わ
ず
か
―
二
歳
の
実
季
が
家
督
を
継
承
し
た
こ
と
に
端
を
発

し
た
謀
反
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
角
館
城
主
戸
沢
盛
安
と

秋
田
愛
季
の
所
領
争
い
が
前
提
に
な
っ
て
い
た
。
愛
季
が
病
死
し
た
の

は
、
現
在
の
大
仙
市
協
和
中
淀
川
千
着
に
あ
っ
た
と
い
う
淀
川
城
を
め

ぐ
る
攻
防
の
さ
な
か
と
伝
え
ら
れ
る
。
雄
物
川
を
遡
る
よ
う
に
内
陸
部

へ
の
進
出
を
ね
ら
っ
た
愛
季
は
、
角
館
か
ら
南
進
し
て
雄
物
川
流
域
の

西
仙
北
地
域
や
協
和
地
域
ま
で
手
中
に
収
め
つ
つ
あ
っ
た
戸
沢
氏
と
鋭

く
対
立
し
た
。
こ
の
緊
張
状
態
で
豊
島
城
は
実
季
方
の
最
前
線
に
位
置

し
、
道
季
は
秋
田
氏
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
。
し

か
し
、
豊
島
城
主
秋
田
道
季
は
若
い
当
主
実
季
に
不
安
を
抱
き
、
敵
対

す
る
戸
沢
盛
安
と
結
ん
で
謀
反
に
及
ん
だ
。
実
季
に
代
わ
っ
て
秋
田
宗

家
を
継
承
し
よ
う
と
企
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
ろ
、
淀
川
城
の
南
方
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
位
置
す
る

西
仙
北
地
域
で
も
、
雄
物
川
が
大
き
く
湾
曲
す
る
左
岸
一
帯
で
は
、
戸

沢
氏
が
由
利
領
北
部
に
勢
力
を
持
つ
赤
尾
津
氏
と
対
立
し
て
い
た
。
こ

の
一
帯
で
、
出
羽
丘
陵
を
水
源
と
す
る
大
沢
川
の
流
域
一
帯
を
大
沢
郷

と
い
い
、
こ
こ
は
赤
尾
津
氏
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
支
配
は
関
ヶ
原
合
戦
後
、
最
上
氏
に
引
き
継
が
れ
、
最
上
氏
は
慶

長
十
七
年
、
こ
こ
に
由
利
領
検
地
を
実
施
し
た
。
「
由
利
郡
中
慶
長
年

中
比
見
出
検
地
帳
」
は
、
そ
れ
を
反
映
し
た
写
し
と
見
ら
れ
、
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
大
沢
郷
は
次
の
通
り
一
＿
一
ヶ
村
か
ら
な
っ
て
い
た
。

大

沢

郷

北

之

目

村

塩

手

沢

村

枡

沢

村

宿

村

金

剛

寺

村

北

沢

村

大

場

沢

村

山

作

沢

村

鳥

屋

沢

村

白

坂

村

(11) 

萩
久
田
村

つ
ま
り
、
戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
頭
の
最
上
氏
支
配
の
時
代
ま
で
、

大
沢
郷
は
由
利
領
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
最
上
氏
が
改

易
さ
れ
た
後
、
変
遷
を
経
て
矢
島
藩
生
駒
氏
や
亀
田
藩
岩
城
氏
な
ど
の

所
領
に
組
み
替
え
ら
れ
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
の
「
出
羽
一
国
御

絵
図
」
で
は
、
大
沢
郷
は
「
由
利
領
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
「
山
本
郡
」

に
編
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
寛
文
印
知
で
山
本
郡
は
仙
北
郡
と

改
め
ら
れ
、
明
治
を
迎
え
て
現
在
は
大
仙
市
西
仙
北
地
区
に
所
属
し
て

い
る
。
な
お
、
以
下
本
稿
で
は
正
保
の
「
出
羽
一
国
御
絵
図
」
を
正
保

(12) 

国
絵
図
と
略
記
す
る
。

い
ま
、
大
沢
郷
が
最
上
氏
支
配
の
時
代
ま
で
、
「
由
利
領
」
に
属
し

て
い
た
点
は
、
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
間

違
い
な
く
こ
こ
は
、
艇
長
七
年
、
佐
竹
氏
が
こ
の
地
に
入
部
す
る
ま
で
、

赤
尾
津
氏
が
支
配
す
る
由
利
領
の
一
部
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
大
沢

郷
と
境
を
接
す
る
西
仙
北
地
区
の
木
売
沢
村
や
江
原
田
村
は
、
佐
竹
氏

入
部
の
直
前
ま
で
戸
沢
氏
が
治
め
る
と
こ
ろ
で
、
両
者
は
互
い
に
対
立
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(13) 

す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
豊
島
城

主
秋
田
道
季
が
戸
沢
氏
側
に
寝
返
っ
て
謀
反
し
た
と
き
、
そ
れ
を
知
っ

た
赤
尾
津
氏
の
一
党
は
、
秋
田
実
季
と
手
を
組
ん
で
戸
沢
氏
に
対
抗
す

る
策
に
出
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
最
初
、
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た

実
季
だ
っ
た
が
、
赤
尾
津
氏
や
そ
の
親
類
羽
川
氏
ら
が
実
季
に
加
担
し

て
豊
島
城
を
攻
め
た
た
め
、
道
季
は
挟
み
撃
ち
に
あ
っ
て
豊
島
城
か
ら

敗
走
し
謀
反
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

塩
谷
順
耳
氏
に
よ
れ
ば
、
戦
い
の
あ
と
実
季
は
由
利
諸
将
の
功
組
を

た
た
え
、
特
に
羽
川
新
助
を
抜
擢
し
道
季
に
代
え
て
豊
島
城
主
に
据
え

た
と
い
う
。
ま
た
、
「
秋
田
県
の
地
名
日
本
歴
史
地
名
体
系
5
」
は
、

河
辺
郡
河
辺
町
の
「
豊
島
城
跡
」
の
項
で
、
秋
田
家
文
書
「
湊
・
檜
山

両
家
合
戦
覚
書
」
に
よ
り
「
此
時
ノ
忠
二
伯
、
ハ
子
川
新
助
（
ア
カ
ヲ

ツ
弟
）
ト
シ
マ
ノ
城
主
ニ
ナ
ル
、
ト
シ
マ
新
助
卜
云
」
と
紹
介
し
て
い

(15) 
る
。
赤
尾
津
氏
当
主
の
弟
、
「
ハ
子
川
（
羽
根
川
）
新
助
」
が
豊
島
城

主
に
な
っ
て
、
豊
島
新
助
と
名
乗
っ
た
と
い
う
。
間
逮
い
な
く
赤
尾
津

氏
と
そ
の
一
党
が
実
季
側
に
つ
い
て
道
季
の
謀
反
を
食
い
止
め
た
の

だ
っ
た
。

こ
の
湊
合
戦
か
ら
一
三
年
後
の
関
ヶ
原
合
戦
の
と
き
、
徳
川
家
康
は

決
戦
に
向
か
う
前
段
で
、
会
津
に
籠
も
る
上
杉
景
勝
攻
め
に
軍
を
進
め

つ
つ
、
会
津
と
そ
の
支
城
米
沢
を
北
方
か
ら
攻
略
す
べ
く
山
形
城
主
最

上
義
光
を
助
け
、
そ
の
指
揮
を
受
け
て
上
杉
攻
め
に
参
加
す
る
よ
う
出

羽
の
諸
領
主
に
書
を
送
り
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
た
出
羽
北
部
の

諸
領
主
は
こ
ぞ
っ
て
山
形
城
に
向
け
て
出
陣
し
、
秋
田
実
季
も
軍
勢
を

整
え
湊
城
を
発
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
父
愛
季
が
陣
中
に
没
し
た
大
仙
市

協
和
地
域
で
は
戸
沢
政
盛
が
唐
松
城
を
押
さ
え
、
実
季
勢
を
阻
ん
で
、

そ
の
通
行
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
季
は
仕
方
な
く
海
岸
部

に
進
路
を
変
え
、
由
利
領
を
通
っ
て
山
形
へ
向
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ

れ
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
佐
竹
氏
が
入
部
す
る
直
前
ま
で
雄
物
川

下
流
域
で
は
戸
沢
氏
と
秋
田
氏
の
対
立
が
続
い
て
い
た
の
だ
っ
た
。

そ
こ
で
こ
の
間
の
様
子
を
、
豊
臣
秀
吉
の
奥
羽
仕
置
に
よ
り
設
置
さ

れ
た
太
閤
蔵
入
地
の
分
布
状
況
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
湊
合
戦
に
は
勝

利
し
た
実
季
だ
っ
た
が
、
天
正
十
九
年
(
-
五
九
一
）
正
月
、
惣
無

事
令
連
反
の
罪
に
よ
り
所
領
の
三
分
の
一
を
没
収
さ
れ
る
。
実
季
は

小
田
原
参
陣
に
よ
り
旧
領
の
五
万
二

0
0
0
石
余
を
安
堵
さ
れ
た
が
、

二
万
六

0
0
0
石
余
は
没
収
さ
れ
、
豊
臣
蔵
入
地
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

実
季
は
そ
の
代
官
と
な
る
。
翌
年
の
文
禄
元
年
(
-
五
九
二
）
八
月
に

は
「
秋
田
城
之
助
殿
分
限
帳
」
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
一
、

四
千
五
百
八
拾
弐
石
弐
斗
八
升
三
合
豊
嶋
新
助
」
と
あ
っ
て
、
豊
島

城
主
と
な
っ
た
羽
根
川
新
助
の
所
領
が
四
五
八
二
石
余
だ
っ
た
こ
と
が

(16) 

わ
か
る
。
ま
た
、
秀
吉
は
、
実
季
の
所
領
を
没
収
す
る
と
す
ぐ
に
、
天

正
十
九
年
正
月
「
出
羽
国
秋
田
郡
御
蔵
入
帳
」
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
る
。

す
る
と
そ
こ
に
は
実
季
が
由
利
領
北
部
に
獲
得
し
て
い
た
村
々
が
克
明

(17) 

に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

出
羽
内
秋
田
郡
御
蔵
入
目
録
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五
百
四
拾
九
石
壱
斗
四
升

（
八
ヶ
条
中
略
）

参
千
七
百
六
拾
壱
石
七
斗
三
升

八
百
八
拾
六
石
九
升
壱
合

六
百
七
拾
壱
石
九
升
弐
合

七
百
六
拾
五
石
壱
斗
八
升
三
合

百
三
拾
九
石
弐
斗

五
百
七
拾
石
九
斗
五
升
三
合

四
百
六
拾
弐
石
九
斗
弐
升
九
合

六
百
五
拾
三
石
壱
斗
壱
合

百
四
拾
石
弐
斗
弐
升
六
合

（
四
ニ
ヶ
条
中
略
）

四
百
拾
七
石
三
斗
三
升

已
上

惣
合
弐
万
六
千
弐
百
四
拾
四
石
八
斗
三
升

右
如
件

天
正
十
九
年
正
月
吉
日

湊
安
藤
太
郎
と
の
ヘ

ー
つ
書
き
は
全
部
で
六
一
ヶ
条
に
及
び
、
村
高
の
合
計
は

二
万
六
二
四
四
石
八
斗
三
升
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
後
半
は
一
っ
の
箇
条

に
複
数
の
村
方
を
書
き
上
げ
る
も
の
も
あ
り
、
村
数
は
こ
の
条
数
を
超

え
て
い
る
。
最
初
の
川
尻
村
以
降
、
八
柳
・
泉
郷
・
豊
巻
・
添
川
・
寺
内
・

船
橋
村

大
平
村

米
々
木
村

平
沢
村

鮎
川
村

白
川
村

君
川
野
村

ミ
や
う
か
沢
村

小
山
村

大
く
ほ
村

川
尻
村

濁
川
・
山
内
・
程
野
（
保
戸
野
）
、
そ
し
て
大
平
村
と
続
き
、
現
在
の

秋
田
市
中
心
部
と
そ
の
周
辺
地
域
が
秀
吉
に
召
し
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
内
、
豊
巻
は
雄
物
川
左
岸
域
で
豊
岩
小
山
か
ら
北
方
に

連
な
る
位
置
に
あ
る
豊
岩
豊
巻
に
比
定
さ
れ
、
正
保
国
絵
図
で
は
秋
田

藩
領
の
村
と
し
て
豊
巻
村
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
か
つ
て

秋
田
実
季
の
所
領
だ
っ
た
村
々
が
、
太
閤
蔵
入
地
の
時
代
を
経
て
佐
竹

氏
入
部
後
、
佐
竹
氏
に
そ
の
支
配
が
引
き
継
が
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

雄
物
川
下
流
域
で
、
後
の
寛
文
年
間
以
降
は
河
辺
郡
と
な
る
地
域
で

は
、
豊
巻
村
以
外
に
も
「
米
々
木
村
・
平
沢
村
・
鮎
川
村
・
白
川
村
・

小
山
村
」
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
様
に
寛
文
以
降
、
由

利
領
か
ら
由
利
郡
と
改
め
ら
れ
る
地
域
に
は
「
君
川
野
村
」
と
「
ミ
や

う
か
沢
村
」
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
村
々
も
、
か
つ
て

秋
田
実
季
が
支
配
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
太
閤
蔵
入
地
に
編
入
さ
れ

た
の
だ
っ
た
。

「
米
々
木
村
」
は
秋
田
市
雄
和
女
米
木
、
「
鮎
川
村
」
は
同
市
雄
和
相
川
、

「
小
山
村
」
は
同
市
豊
岩
小
山
に
そ
れ
ぞ
れ
比
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
平

沢
村
は
こ
れ
ら
と
は
反
対
に
雄
物
川
右
岸
に
位
置
す
る
秋
田
市
雄
和
平

沢
で
、
対
岸
は
同
市
雄
和
下
黒
瀬
で
あ
る
。
た
だ
「
白
川
村
」
に
関
し

て
は
、
慶
長
二
年
(
-
五
九
七
）
の
太
閤
蔵
入
帳
で
は
「
白
根
村
」
と

(18) 

も
記
さ
れ
、
ま
た
、
正
保
国
絵
図
で
は
、
そ
の
場
所
と
お
ぽ
し
き
所
に

は
高
付
け
な
し
で
「
鮎
川
村
ノ
内
水
川
村
」
と
あ
っ
て
混
乱
し
て
い
る
。

一
方
、
「
君
川
野
村
」
は
由
利
本
荘
市
岩
城
君
ヶ
野
に
、
「
ミ
や
う
か
沢
」
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関
ヶ
原
合
戦
後
、
こ
の
勢
力
関
係
は
一
変
す
る
。
慶
長
七
年

（
一
六
0
二
）
、
秋
田
実
季
は
常
陸
国
宍
戸
に
移
さ
れ
、
代
わ
っ
て
佐
竹

氏
が
こ
の
地
に
入
部
す
る
。
す
る
と
佐
竹
義
宣
は
太
閤
蔵
入
地
を
含
め

本
城
満
茂
の
由
利
支
配

は
秋
田
市
下
浜
名
ヶ
沢
に
そ
れ
ぞ
れ
比
定
さ
れ
る
。

こ
こ
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
村
々
は
奥
羽
仕
置
を
迎
え
る
ま
で
、
間
違

い
な
く
秋
田
実
季
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
秀
吉
に
没
収
さ
れ

て
太
閤
蔵
入
地
に
編
入
さ
れ
た
地
域
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
蔵
入
地

の
年
貢
算
用
は
代
官
た
る
秋
田
実
季
に
任
さ
れ
て
お
り
、
天
正
十
九
年

（
一
五
九
一
）
以
降
も
こ
れ
ら
の
村
々
は
実
季
が
実
質
的
に
管
理
し
、

支
配
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
由
利
領
北
部
地
域
に
お

い
て
は
、
奥
羽
仕
骰
以
降
も
、
表
面
的
に
は
秀
吉
に
よ
る
惣
無
事
の
世

界
が
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、
現
実
に
は
、
秋
田
実
季
は
赤
尾
津
氏
一
党

と
協
調
関
係
を
保
っ
た
ま
ま
、
内
陸
部
の
戸
沢
氏
に
対
立
す
る
関
係
が

続
い
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
地
域
で
は
、
赤
尾
津
氏
の
支
配
域
と

秋
田
氏
の
支
配
域
が
相
互
に
混
じ
り
合
う
よ
う
な
事
態
が
展
開
し
た
の

だ
っ
た
。
対
し
て
、
戸
沢
氏
が
雄
物
川
を
越
え
て
赤
尾
津
氏
が
支
配
す

る
大
沢
郷
と
対
峙
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
混
在
は
あ
り

得
ず
、
支
配
を
異
に
す
る
明
確
な
境
界
線
が
引
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

実
季
が
支
配
し
た
領
域
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
が
、
そ
の
一
方
で
、
秋

田
実
季
の
支
配
か
ら
自
立
し
て
い
た
由
利
諸
党
の
領
域
は
、
徳
川
家
康

に
よ
っ
て
最
上
義
光
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
由
利
地
方
に
は
最
上
氏
の
重
臣
本
城
満
茂
が
配
さ
れ
、
由

利
十
二
頭
と
目
さ
れ
た
中
に
は
仁
賀
保
氏
や
打
越
氏
の
よ
う
に
家
康
の

直
臣
と
な
っ
て
常
陸
国
に
所
領
替
と
な
っ
た
り
、
滝
沢
氏
や
岩
屋
氏
の

よ
う
に
旧
地
に
留
ま
っ
て
最
上
氏
の
家
臣
と
な
る
者
も
現
れ
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
赤
尾
津
氏
の
当
主
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
当
た
ら
ず
、

慶
長
七
年
以
降
の
足
取
り
が
掴
め
な
い
。
そ
し
て
そ
の
弟
で
、
秋
田
実

季
の
も
と
豊
島
城
主
に
抜
擢
さ
れ
た
豊
島
新
助
に
つ
い
て
も
、
新
領
主

佐
竹
義
宣
が
豊
島
城
を
廃
城
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
に
つ
い
て

は
た
ど
れ
な
い
。
こ
れ
が
正
に
「
本
荘
市
史
通
史
編
I
」
が
、
「
秋

田
県
史
第
二
巻
近
世
編
上
」
で
、
「
赤
尾
津
氏
は
間
も
無
く
故
あ
っ

て
罰
せ
ら
れ
て
亡
ん
だ
」
と
さ
れ
る
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
赤
宇
曾
離
散
」

(19) 

と
よ
ぶ
赤
尾
津
氏
一
党
の
解
体
・
滅
亡
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
由
利
領
北
部
に
関
し
て
佐
竹
氏
入
部
直
前
の
入
り
組
ん
だ

状
況
を
い
ま
一
度
確
認
し
て
み
た
い
。
赤
尾
津
氏
関
連
の
史
料
は
ほ
と

ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
同
地
域
が
最
上
領
と
な
っ
て
以
後
の
史

料
に
頼
る
ほ
か
な
い
。
最
上
氏
は
、
慶
長
十
六
年
(
-
六
―
-
）
か
ら

翌
十
七
年
に
か
け
て
差
出
に
よ
り
領
内
総
検
地
を
実
施
し
、
そ
れ
を
基

に
「
最
上
義
光
分
限
帳
」
を
ま
と
め
て
い
る
。
由
利
地
方
に
は
そ
の
と

き
の
検
地
帳
が
何
ヶ
村
か
に
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
田
畑
一
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(20) 

筆
ご
と
に
そ
の
土
地
の
米
の
生
産
高
が
刈
高
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
田
の
場
合
は
上
田
か
ら
下
々
田
ま
で
四
等
級
に
区
分
さ
れ
、
上

田
は
生
産
高
一

0
0
刈
に
つ
き
米
一
石
六
斗
、
中
田
は
一
石
四
斗
五
升
、

下
田
は
一
石
三
斗
五
升
、
下
々
田
は
一
石
二
斗
五
升
の
よ
う
に
斗
代
が

決
め
ら
れ
、
一
筆
ご
と
の
高
が
耕
作
腿
民
の
名
と
共
に
書
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
斗
代
は
村
に
よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
検
地
が
よ

り
近
世
的
な
検
地
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
検
地
に
よ

り
本
城
豊
前
守
満
茂
の
知
行
高
が
確
定
す
る
。

羽
州
由
利
郡
惣
高
覚

豊
前
領
分

一
、
本
米
壱
万
五
千
八
百
拾
五
石
六
斗
四
升
三
合
四
勺

出
米
三
千
七
百
九
拾
八
石
一
斗
（
升
か
）
七
合
四
勺

合
壱
万
九
千
六
百
拾
三
石
六
斗
六
升
八
勺

但
シ
五
ツ
取
事

半
物
成
ニ
シ
テ
本
出
米
合
三
万
九
千
弐
百
廿
七
石
壱
斗
六
升

（
中
略
）

(21) 

右
者
慶
長
拾
七
年
之
御
検
地
也

右
史
料
は
後
世
の
写
し
で
、
斗
以
下
の
計
算
は
合
わ
な
い
が
、
『
本

荘
市
史
史
料
編
I
下
j

は
写
真
版
も
併
せ
て
掲
載
し
て
お
り
、
翻
刻

に
誤
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
同
市
史
の
『
通
史
絹
ー
』
で
は
同
種
の
史

料
に
よ
り
、
由
利
領
は
本
城
満
茂
三
万
九
ニ
ニ
七
石
余
、
滝
沢
兵
庫
頭

一
万
八
二
九
石
余
、
岩
屋
能
登
守
二
二
六

0
石
余
、
最
上
義
俊
蔵
入

地
二
八

0
0
石
で
構
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
史
料
編
I
下」

は
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
の
写
し
と
見
ら
れ
る
「
最
上
家
中
分
限
覚
」

を
掲
げ
、
「
油
利
分
」
と
し
て
「
高
五
万
四
千
七
百
八
十
六
石
七
斗
四

勺
此
内
二
千
八
百
石
ハ
蔵
入
分
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
一

連
の
史
料
に
記
さ
れ
る
「
出
米
」
の
「
出
」
は
、
「
打
出
高
」
の
意
味
で
、

艇
長
十
六
、
七
年
の
総
検
地
に
際
し
、
そ
れ
ま
で
に
掌
握
し
て
い
た
高

か
ら
ど
れ
だ
け
増
加
し
た
か
を
示
す
「
出
目
」
だ
と
い
う
。
だ
が
、
そ

れ
以
前
、
い
つ
の
検
地
か
ら
増
え
た
分
な
の
か
、
そ
の
点
は
不
明
だ
と

い
う
。こ

こ
で
、
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
出
」
の
問
題
で
は
な
い
。

そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
右
の
引
用
史
料
に
見
え
る
「
五
ツ
取
」
、
「
半
物
成
」

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
検
地
の
結
果
得
ら
れ
た
村
高
に
対

し
そ
の
年
貢
率
を
五
割
と
定
め
て
年
貢
を
取
り
立
て
る
と
い
う
意
味
で

は
な
い
。
殿
長
十
六
、
七
年
の
最
上
領
検
地
は
大
変
に
厳
し
い
検
地
だ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
指
出
検
地
だ
っ
た
か
ら
検

地
竿
を
短
く
し
た
り
、
斗
代
を
上
げ
た
り
し
て
最
終
的
に
村
高
の
増
大

に
つ
な
げ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
公
に
掌
握

さ
れ
て
い
た
田
畑
屋
敷
を
よ
り
厳
密
正
確
に
把
握
し
、
掌
握
で
き
て
い

な
か
っ
た
田
畑
を
す
べ
て
洗
い
出
そ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。こ

れ
に
よ
り
、
村
人
の
年
貢
負
担
は
以
前
よ
り
重
く
な
っ
た
の
は
確

か
だ
ろ
う
。
だ
が
一
方
で
、
そ
れ
は
負
担
の
確
定
で
あ
り
、
固
定
で
も
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あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
村
方
で
は
最
上
氏
の
定
め
る
検
地
基
準
に
照
ら
し
、

そ
の
基
準
に
換
算
し
て
自
ら
負
担
す
る
年
貢
批
を
耕
地
一
筆
ご
と
に
確

認
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
検
地
役
人
は
そ
の
操
作

に
不
正
は
な
い
か
、
隠
田
は
な
い
か
、
そ
れ
ま
で
の
年
貢
最
と
比
較
し

て
減
少
は
な
い
か
、
そ
れ
ら
を
逐
一
点
検
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
勿

論
、
検
地
帳
を
最
終
的
に
取
り
ま
と
め
た
の
は
最
上
氏
の
家
臣
だ
が
、

そ
の
消
帳
を
仕
上
げ
る
前
段
に
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
が
な
さ
れ
た
に

違
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
検
地
は
、
一
面
で
そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い

た
在
地
社
会
の
秩
序
を
再
確
認
し
、
そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
で
も
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
最
上
氏
は
家
臣
た
ち
が
年
貢
徴
収
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す

る
事
態
を
制
限
し
、
知
行
主
の
恣
意
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
在

地
社
会
の
安
定
化
に
つ
な
げ
た
。
と
同
時
に
高
を
同
質
に
す
る
こ
と
に

も
成
功
し
、
こ
れ
に
よ
り
家
臣
に
配
分
す
る
知
行
高
が
均
質
化
し
た
。

家
臣
に
宛
が
わ
れ
た
高
は
、
い
ず
れ
も
「
物
成
」
の
二
倍
の
意
味
で

同
質
で
あ
り
、
最
上
氏
は
そ
の
経
済
的
保
証
の
上
に
立
っ
て
、
知
行
高

に
応
じ
た
様
々
な
役
を
家
臣
に
負
担
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
検
地
が

大
名
最
上
氏
の
近
世
権
力
へ
の
転
換
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
こ

う
し
た
由
利
領
の
在
地
社
会
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
村
方
の
知
行
主

が
最
上
氏
の
直
臣
で
あ
れ
、
本
城
氏
の
家
臣
で
あ
れ
、
知
行
高
の
半
分

が
年
貢
高
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
知
行
高
に
応
じ
て
知
行
主

に
割
り
当
て
ら
れ
る
諸
役
が
村
方
に
転
嫁
さ
れ
る
関
係
も
同
じ
と
な
っ

「
由
利
郡
中
慶
長
年
中
比
見
出
検
地
娠
」

た
。
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
、
佐
竹
氏
が
村
替
に
よ
り
獲
得
し
た

百
三
段
地
域
は
、
こ
う
し
た
「
半
物
成
」
の
恨
習
が
定
着
し
て
い
た
は

ず
で
、
佐
竹
氏
支
配
の
秋
田
藩
領
と
は
違
っ
て
い
た
か
ら
、
村
替
に
よ

り
そ
の
知
行
高
相
当
分
を
交
換
す
る
作
業
は
、
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な

か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

本
城
満
茂
は
こ
の
由
利
領
検
地
が
終
了
し
た
翌
慶
長
十
八
年
十
月
こ

ろ
ま
で
に
赤
尾
津
を
離
れ
、
小
吉
郷
の
本
城
村
に
本
拠
地
を
移
し
城
下

町
の
建
設
に
着
手
す
る
と
い
う
。
検
地
に
よ
っ
て
本
城
氏
自
ら
も
家
中

の
統
制
力
を
強
め
、
水
運
を
利
用
で
き
る
適
地
に
所
領
経
営
の
拠
点
を

移
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
城
満
茂
を
名
乗
る
の
も
、
こ

れ
以
降
の
こ
と
だ
と
い
う
。
慶
長
七
年
以
来
、
雄
物
川
を
挟
ん
で
対
峙

し
て
き
た
佐
竹
氏
と
の
関
係
も
十
年
に
及
び
、
軍
事
的
緊
張
が
大
分
ほ

ぐ
れ
て
き
た
こ
と
も
本
荘
移
転
の
要
因
の
一
っ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

奥
書
に
由
利
領
検
地
を
担
当
し
た
日
野
備
中
守
と
進
藤
但
馬
守
両
名

の
名
前
と
、
脱
長
十
七
年
六
月
二
十
八
日
の
日
付
を
も
っ
「
由
利
郡
中

慶
長
年
中
比
見
出
検
地
帳
」
は
、
こ
の
と
き
の
検
地
結
果
を
反
映
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
世
の
写
し
で
原
典
は
破
損
に

よ
り
、
表
紙
と
最
初
の
何
丁
か
を
欠
い
て
い
た
ら
し
く
、
最
初
に
「
初

紙
何
程
か
切
捨
ル
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
写
し
の
表
紙
に
は
筆
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録
者
と
見
ら
れ
る
鵜
沼
三
郎
右
衛
門
の
名
が
記
さ
れ
、
彼
が
付
け
た
表

題
に
は
「
由
利
郡
中
」
と
あ
る
の
で
、
国
郡
制
の
規
定
に
な
か
っ
た
由

利
郡
が
幕
府
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
寛
文
年
間
以
後
の
写
し
と
見
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
本
年
貢
だ
け
で
な
く
、
山
野
・
河
海
に
課
し
た
小
物
成

を
由
利
領
全
体
に
わ
た
っ
て
幅
広
く
書
き
上
げ
て
お
り
、
地
域
ご
と
の

産
物
も
わ
か
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

赤

尾

津

郷

冨

田

村

福

俣

村

赤

寺

村

右
三
ヶ
村
之
高

一
、
本
田
弐
万
四
千
五
百
九
拾
苅

此
米
三
百
五
拾
六
石
六
斗
六
升
五
合
五
勺

一
、
出
田
四
千
五
百
拾
五
束
苅

(24) 

此
米
六
拾
六
石
弐
斗
八
升
五
勺

前
に
も
見
た
通
り
、
赤
尾
津
郷
は
「
冨
田
村
・
福
俣
村
・
赤
寺
村
」

の
三
ヶ
村
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
各
村
ご
と
の
本
田
・
出
田
は
記

さ
れ
ず
、
三
ヶ
村
を
合
計
し
た
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
下
、
苗

代
の
苅
高
と
そ
れ
を
米
に
換
算
し
た
年
貢
高
、
そ
し
て
、
畑
地
の
年
貢

に
当
た
る
「
畠
米
」
と
、
戸
数
を
示
す
「
居
屋
敷
」
と
箇
条
は
続
き
、

こ
の
「
本
田
・
出
田
・
苗
代
・
畠
米
・
居
屋
敷
」
の
五
項
目
は
各
郷
と

も
共
通
し
て
必
ず
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
主
な

も
の
だ
け
で
も
炭
鼈
．
漆
木
・
塩
鼈
・
猟
船
・
丸
木
船
・
登
船
・
鮭
な

ど
、
諸
々
の
課
税
対
象
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
「
由
利
銭
」
が
広
く
流
通

し
て
い
た
こ
と
も
確
か
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
諸
産
物
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
佐
竹
氏
入
部
以

前
の
秋
田
実
季
領
と
赤
尾
津
氏
一
党
の
支
配
域
が
ど
の
よ
う
に
入
り
組

ん
で
い
た
の
か
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
、
「
郷
」
に
く
く
ら
れ
た
村
の

ま
と
ま
り
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
梅
津
政
景
が
「
本
赤
宇
津
」
と
記

し
、
当
時
は
ま
だ
そ
の
名
が
な
か
っ
た
亀
田
を
基
点
に
し
て
、
そ
れ
よ

り
北
方
の
村
々
を
見
る
と
、
ま
ず
亀
田
の
町
を
西
方
に
貰
流
す
る
衣
川

を
下
っ
た
海
岸
部
に
は
「
大
野
村
」
が
単
独
で
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
そ
の
立
地
か
ら
現
在
の
由
利
本
荘
市
松
ヶ
崎
に
比
定
し
て
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
北
方
海
岸
沿
い
に
関
し
て
は
「
道
川

村
．
勝
手
村
・
ニ
子
村
但
シ
壱
冊
」
と
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、

原
典
で
は
こ
の
三
ヶ
村
が
一
冊
の
検
地
帳
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
を
更
に
北
上
し
た
と
こ
ろ
が
羽
根
川
郷
六
ヶ
村

と
百
三
段
郷
三
ヶ
村
だ
っ
た
。

羽
根
川
郷
の
六
ヶ
村
に
つ
い
て
は
「
羽
根
川
郷
新
屋
村
・
行
川
村
・

金
山
村
・
黒
瀬
村
・
八
田
村
・
前
郷
村
但
シ
三
冊
」
と
あ
っ
て
、
も

と
の
検
地
帳
は
三
冊
仕
立
て
だ
っ
た
ら
し
い
。
紛
ら
わ
し
い
が
こ
こ
に

見
え
る
「
新
屋
村
」
は
、
六
ヶ
村
の
位
置
関
係
か
ら
見
て
正
保
国
絵
図

に
「
新
谷
村
」
と
記
さ
れ
る
現
在
の
由
利
本
荘
市
岩
城
勝
手
新
谷
（
あ

ら
や
）
地
区
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
行
川
村
」
は
同
国
絵

図
に
は
見
え
な
い
も
の
の
、
現
在
の
岩
城
勝
手
雪
川
と
見
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
北
方
に
位
置
す
る
秋
田
市
下
浜
羽
川
地
区
が
同
国
絵
図
に

「
羽
根
川
村
」
と
記
さ
れ
る
羽
根
川
郷
の
中
心
地
「
前
郷
村
」
で
、
更
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に
そ
の
北
方
の
秋
田
市
下
浜
長
浜
地
区
は
、
後
の
元
禄
年
間
に
金
山

村
か
ら
長
浜
村
へ
と
村
名
を
改
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

四
ヶ
村
は
い
ず
れ
も
海
岸
部
に
連
な
る
村
方
だ
っ
た
。

一
方
、
秋
田
市
下
浜
八
田
を
指
す
と
見
ら
れ
る
「
八
田
村
」
は
、
北

北
西
に
向
か
っ
て
流
下
す
る
雄
物
川
の
南
方
を
逆
に
東
流
す
る
八
田
川

沿
い
に
あ
っ
て
、
海
岸
部
か
ら
離
れ
た
出
羽
丘
陵
東
側
に
位
置
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
八
田
川
が
北
東
に
向
き
を
変
え
て
雄
物
川
に
注
ぐ
秋
田

市
下
浜
楢
田
地
区
は
、
正
保
国
絵
図
で
は
高
付
け
な
し
で
「
八
田
ノ
内

楢
田
村
」
と
記
さ
れ
、
こ
こ
は
岩
城
氏
が
治
め
る
亀
田
藩
領
だ
っ
た
。

残
る
「
黒
瀬
村
」
は
、
楢
田
の
南
方
で
雄
物
川
左
岸
の
秋
田
市
雄
和
下

黒
瀬
で
、
こ
こ
も
亀
田
藩
領
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
由
利
領
の
内
越
郷
に

同
名
の
「
黒
穎
村
」
が
あ
っ
た
た
め
、
後
に
下
黒
瀬
・
上
黒
瀬
と
区
別

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
羽
根
川
郷
か
ら
桂
根
村
を
飛
ぴ
越
え
て
、
そ
の
北
方
に
位
置
し

た
の
が
百
三
段
郷
で
、
、
そ
れ
は
「
浜
田
村
・
石
田
村
・
内
橋
村
」
の
三
ヶ

村
か
ら
な
る
と
い
う
。
「
浜
田
村
」
は
秋
田
市
浜
田
、
「
石
田
村
」
は
同

市
豊
岩
石
田
地
区
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
内
橋
村
」
に
つ

い
て
は
今
の
と
こ
ろ
現
在
地
を
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で

は
、
海
岸
部
の
浜
田
地
区
か
ら
雄
物
川
左
岸
の
豊
岩
地
区
に
至
る
中
間

の
ど
こ
か
と
考
え
て
お
き
た
い
。

以
上
確
認
す
る
通
り
、
羽
根
川
郷
の
前
郷
村
と
八
田
村
を
結
ぶ
出
羽

丘
陵
の
東
西
ラ
イ
ン
よ
り
南
方
で
赤
尾
津
郷
に
向
か
う
位
置
に
あ
っ
た

名
ヶ
沢
村
、
お
よ
び
そ
の
更
に
南
方
に
位
置
し
た
君
ヶ
野
村
、
そ
れ
と
、

羽
根
川
郷
と
百
三
段
郷
の
間
に
割
り
込
む
海
岸
部
の
桂
根
村
、
こ
れ
ら

三
ヶ
村
は
、
「
由
利
郡
中
慶
長
年
中
比
見
出
検
地
帳
」
に
そ
の
名
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
三
ヶ
村
が
立
地
上
は
由
利

領
北
部
に
あ
り
な
が
ら
、
慶
長
十
七
年
の
最
上
氏
検
地
を
受
け
て
お
ら

ず
、
支
配
の
上
で
は
最
上
領
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

先
に
、
「
君
川
野
村
」
と
「
ミ
や
う
か
澤
村
」
の
両
村
は
太
閤
蔵
入

地
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
雄
物
川
左
岸
地
帯
で
は
、
「
米
々

木
村
」
・
「
平
沢
村
」
・
「
鮎
川
村
」
・
「
小
山
村
」
、
そ
し
て
「
豊
巻
村
」

も
ま
た
太
閤
蔵
入
地
で
、
こ
れ
ら
は
か
つ
て
秋
田
実
季
が
支
配
す
る
と

こ
ろ
だ
っ
た
。
元
和
八
年
十
月
、
本
荘
城
受
け
取
り
に
出
陣
し
た
佐
竹

勢
が
、
一
且
本
荘
を
離
れ
、
「
由
利
境
目
」
の
自
領
内
に
待
機
す
る
と

定
め
た
そ
の
場
所
は
、
「
君
か
野
・
ミ
や
う
が
沢
・
か
つ
ら
ね
」
の
三
ヶ

村
と
「
と
よ
ま
き
」
で
、
こ
の
四
ヶ
村
が
秋
田
藩
領
だ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
以
上
を
勘
案
す
る
な
ら
、
次
の
推
定
が
成
り
立
つ
。

す
な
わ
ち
、
天
正
十
七
年
の
湊
合
戦
の
こ
ろ
、
由
利
領
北
部
一
帯
は
赤

尾
津
氏
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
、
内
肛
を
制
し
た
秋
田
実
季
は
戸
沢
氏

に
対
峙
す
る
上
で
赤
尾
津
氏
と
の
連
携
を
強
め
、
赤
尾
津
氏
当
代
の
弟

と
さ
れ
る
羽
川
新
助
を
豊
島
城
主
に
抜
擢
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま

で
羽
川
新
助
が
治
め
て
い
た
領
域
に
も
秋
田
実
季
の
支
配
が
及
ぴ
、
赤
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尾
津
氏
が
治
め
る
由
利
領
北
部
地
域
に
食
い
込
む
形
で
秋
田
実
季
の
所

領
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
。

塩
谷
順
耳
氏
に
よ
れ
ば
、
秋
田
実
季
は
寛
文
以
後
の
河
辺
郡
に
相
当

す
る
地
域
を
「
豊
嶋
通
り
」
と
よ
ん
で
農
島
城
主
が
所
管
す
る
行
政
区

域
を
設
定
し
、
名
ヶ
沢
村
に
関
し
て
は
「
由
利
郡
に
入
る
べ
き
若
荷
沢

村
が
豊
嶋
通
り
に
含
ま
れ
て
い
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
続

け
て
、
「
由
利
諸
党
の
羽
川
新
助
は
湊
合
戦
の
後
、
豊
島
城
主
に
な
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
と
の
関
連
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
」
と
結

ん
で
い
る
。
い
ま
、
君
ヶ
野
村
や
桂
根
村
に
つ
い
て
史
料
的
に
押
さ
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
う
し
た
赤
尾
津
氏
一
党
の
羽
川
新
助
の
動

き
を
知
る
と
き
、
両
村
も
ま
た
名
ヶ
沢
村
に
近
い
経
緯
を
た
ど
っ
て
秋

田
実
季
の
所
領
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

女
米
木
村
か
ら
小
山
村
・
豊
巻
村
に
至
る
雄
物
川
左
岸
地
域
に
関
し
て

も
何
か
し
ら
こ
れ
に
近
い
経
緯
を
た
ど
り
、
秋
田
氏
と
赤
尾
津
氏
の
融

和
的
関
係
の
中
か
ら
実
季
が
こ
こ
を
自
ら
の
支
配
下
に
組
み
込
ん
だ
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
豊
臣
秀
吉
の
奥
羽
仕
置
に
よ
り
君
ヶ
野
と
名
ヶ
沢
、
そ

れ
に
女
米
木
•
平
沢
・
相
川
・
小
山
の
各
村
は
太
閤
蔵
入
地
と
な
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
あ
と
、
実
季
が
常
陸
国
宍
戸
に
移
封
し
た
の
に
伴
い
、
代
っ

て
入
部
し
た
佐
竹
義
宣
が
、
実
季
が
実
質
的
に
治
め
て
い
た
太
閤
蔵
入

地
を
引
き
継
い
だ
。
し
か
し
一
方
で
、
羽
根
川
郷
の
八
田
村
か
ら
後
に

八
田
村
の
一
部
と
さ
れ
た
楢
田
地
区
、
お
よ
び
そ
の
南
方
に
位
置
し
た

次
に
、
佐
竹
氏
が
出
羽
国
に
新
領
地
の
統
治
を
始
め
た
こ
ろ
の
由
利

領
北
部
地
域
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
梅
津
政
景
が
そ
の
日
記
に
書

き
留
め
た
百
三
段
に
関
す
る
最
初
の
記
述
は
、
元
和
五
年
(
-
六
一
九
）

十
二
月
二
十
三
日
、
欠
け
落
ち
百
姓
の
人
返
し
に
関
す
る
次
の
一
件

だ
っ
た
。一

、
赤
宇
津
よ
り
原
田
河
内
被
申
越
候
。
宮
か
崎
村
へ
欠
落
参
候

百
性
い
つ
ミ
ふ
う
ふ
弐
人
、
金
助
要
子
供
二
六
人
、
左
衛
門
三
郎

妻
子
供
二
四
人
、
合
拾
弐
人
、
も
、
さ
た
小
野
弥
三
郎
と
申
者
ニ

渡
、
罷
帰
候
。
弥
三
郎
切
手
和
田
町
肝
煎
二
渡
。
但
右
人
ノ
内

左
衛
門
三
郎
と
申
者
、
当
十
二
所
町
孫
左
衛
門
と
申
者
ノ
所
二
銀

百
三
十
目
借
候
て
、
当
年
よ
り
四
年
し
ち
物
二
居
候
由
、
書
物
有
。

此
銀
、
左
衛
門
三
郎
二
御
尋
、
返
し
給
候
へ
と
河
内
所
へ
書
状
二

か
き
、
切
手
為
持
、
孫
左
衛
門
内
ノ
者
、
本
城
よ
り
ノ
飛
脚
二
壱

四

黒
瀬
村
、
そ
し
て
百
三
段
郷
な
ど
は
、
赤
尾
津
氏
本
体
の
所
領
で
あ
り

続
け
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
徳
川
家
康
に
よ
り
由
利
領
が
最
上
義

光
領
に
編
入
さ
れ
る
過
程
で
赤
尾
津
氏
が
離
散
分
解
し
た
こ
と
で
、
こ

れ
ら
の
村
々
は
本
城
満
茂
の
支
配
に
引
き
継
が
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
佐
竹
氏
入
部
直
前
の
由
利
領

北
部
地
域
に
展
開
し
た
入
り
組
み
状
況
が
理
解
で
き
た
だ
ろ
う
。

由
利
領
へ
の
人
返
し
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人
差
添
、
越
申
候
。

こ
れ
に
よ
り
、
慶
長
・
元
和
の
こ
ろ
、
由
利
領
の
北
半
を
支
配
し
た

本
城
豊
前
守
満
茂
の
在
地
状
況
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
一
件
は
、
赤
尾
津
の
原
田
河
内
か
ら
政
景
の
も
と
に
届
い
た
一
通

の
書
状
か
ら
始
ま
っ
た
。
書
状
の
内
容
は
、
原
田
か
ら
「
欠
落
百
姓
」

の
人
返
し
を
求
め
る
も
の
で
、
「
い
つ
ミ
」
（
和
泉
か
）
夫
婦
―
一
人
、
金

助
夫
婦
と
そ
の
子
供
四
人
、
そ
れ
に
左
衛
門
三
郎
夫
婦
と
子
供
二
人
の

計
―
二
人
、
こ
の
三
家
族
が
由
利
領
か
ら
佐
竹
領
の
宮
ヶ
崎
村
に
逃
亡

し
て
き
た
の
だ
っ
た
。
秋
田
実
季
が
こ
の
一
帯
を
支
配
し
、
羽
根
川
新

助
を
豊
島
城
主
に
据
え
た
当
時
を
思
い
起
こ
す
な
ら
、
佐
竹
氏
入
部
以

降
も
、
百
姓
た
ち
の
世
界
で
は
、
こ
こ
と
由
利
領
北
部
地
域
に
は
一
体

的
な
地
域
社
会
が
形
成
さ
れ
、
交
流
の
場
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
返
還
要
求
を
受
け
た
政
景
は
、
こ
の
者
た
ち
を
捕
ら
え

さ
せ
、
自
ら
「
も
、
さ
た
小
野
弥
三
郎
と
申
者
」
に
引
き
渡
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
帰
り
際
、
弥
三
郎
か
ら
身
柄
を
預
か
っ
た
旨
、
証
文
を

取
り
、
そ
れ
を
和
田
町
の
肝
煎
に
渡
し
て
い
る
。

三
家
族
が
身
を
寄
せ
た
「
宮
か
崎
村
」
は
現
在
の
秋
田
市
河
辺
宮

崎
（
み
や
ざ
き
）
地
区
で
、
正
保
国
絵
図
に
は
「
式
田
宮
崎
村
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
村
は
、
宝
永
八
年
（
一
七
―
-
）
の
「
出
羽
国
・

下
野
国
之
内
秋
田
領
郷
村
高
辻
帳
」
で
は
、
「
宮
ヶ
崎
村
」
と
記
さ
れ
、

(28) 

当
時
は
政
景
が
記
す
通
り
「
み
や
が
さ
き
」
と
よ
ん
で
い
た
ら
し
い
。

ま
た
、
政
景
が
記
す
「
和
田
町
」
は
「
宮
ヶ
崎
村
」
の
西
方
に
隣
接
し
、

羽
州
街
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
和
田
宿
が
設
置
さ
れ
る
。
し

か
し
、
正
保
国
絵
図
に
は
和
田
の
村
名
は
確
認
で
き
ず
、
右
の
元
和
年

間
に
お
い
て
も
宮
ヶ
崎
村
と
和
田
町
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
。
政
景
の

記
述
か
ら
は
、
和
田
町
肝
煎
が
宮
ヶ
崎
村
を
管
轄
下
に
お
い
て
い
た
ら

し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
と
も
に
河
辺
郡
に
あ
っ
て
豊
島
城
か
ら
東

方
に
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
な
い
所
に
位
置
し
て
い
る
。

欠
落
百
姓
の
一
人
、
左
衛
門
三
郎
は
、
家
族
を
宮
ヶ
崎
村
に
住
ま
わ

せ
な
が
ら
、
自
ら
は
「
＋
二
所
町
」
の
孫
左
衛
門
の
と
こ
ろ
に
こ
の
年

か
ら
四
年
間
の
契
約
で
年
季
奉
公
に
出
、
銀
一
三

0
匁
を
前
借
り
し
て

い
た
と
い
う
。
「
大
日
本
古
記
録
」
は
こ
の
「
十
二
所
町
」
を
久
保
田

城
下
の
「
＋
人
衆
町
力
」
と
考
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
家
族
を
捜

索
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
貸
借
関
係
が
明
ら
か
と
な
り
、
政
景
は
原
田
に

書
を
認
め
、
左
衛
門
三
郎
を
問
い
た
だ
し
、
こ
の
銀
を
孫
左
衛
門
に
返

え
さ
せ
る
よ
う
頼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
書
状
を
本
城
領
に
入
る
た

め
の
証
明
書
と
と
も
に
孫
左
衛
門
配
下
の
者
に
持
た
せ
、
原
田
の
書
状

を
持
っ
て
き
た
飛
脚
に
添
え
て
原
田
の
も
と
に
遣
わ
し
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
実
は
、
三
日
前
の
十
二
月
二
十
日
、
原
田
か
ら
は
も
う
一
通
、
最

初
の
書
状
が
政
景
の
も
と
に
届
い
て
い
た
。

一
、
本
城
よ
り
原
田
河
内
書
中
有
、
様
子
ハ
、
い
つ
ミ
・
金
介
・

左
衛
門
三
郎
と
申
百
性
、
人
数
十
壱
人
、
豊
嶋
ノ
内
宮
ヶ
さ
き
村

之
若
狭
と
申
百
性
ノ
所
二
居
候
由
、
返
し
候
様
二
と
被
申
越
候
間
、

(30) 

即
太
山
孫
左
衛
門
を
以
、
弥
五
郎
方
へ
申
渡
候
。
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原
田
は
、
欠
落
百
姓
が
宮
ヶ
崎
村
の
百
姓
若
狭
の
も
と
に
潜
ん
で
い

る
こ
と
を
突
き
止
め
て
い
た
。
知
ら
せ
を
受
け
た
政
景
は
、
す
ぐ
に
大

山
孫
左
衛
門
忠
政
を
渋
江
弥
五
郎
宜
光
の
も
と
に
走
ら
せ
、
本
城
領
か

ら
の
欠
落
百
姓
た
ち
を
捕
ら
え
さ
せ
て
い
る
。
原
田
か
ら
の
知
ら
せ
は

―
一
人
だ
っ
た
が
、
探
索
の
結
果
、
三
家
族
計
ー
ニ
人
だ
っ
た
こ
と
も

わ
か
っ
た
。
大
山
の
職
は
わ
か
ら
な
い
が
、
渋
江
弥
五
郎
は
宮
ヶ
崎
村

の
知
行
主
と
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
政
景
日
記
、
十
二
月
二
十
日
の
条
に
は
「
本
城
よ
り
原
田

河
内
書
中
有
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
三
日
後
に
は
「
赤
宇
津
よ
り
原
田
河

内
被
申
越
候
」
と
さ
れ
る
原
田
河
内
に
関
連
し
て
、
「
本
城
」
と
「
赤
宇
津
」

の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
原
田
が
政
景
日
記
に
初
め
て
登
場
す
る
の

は
、
こ
の
前
年
、
元
和
四
年
九
月
十
二
日
の
条
で
、
原
田
が
山
形
藩
主

最
上
義
俊
の
重
臣
日
野
備
中
よ
り
秋
田
藩
家
老
梅
津
憲
忠
宛
の
書
状
を

携
え
て
久
保
田
に
や
っ
て
き
た
と
き
だ
っ
た
。
日
野
備
中
は
「
最
上
義

光
分
限
帳
」
で
知
行
一

0
0
0
石
、
慶
長
十
七
年
、
由
利
領
検
地
を
担

(31) 

当
し
た
人
物
で
あ
る
。

最
上
よ
り
日
野
備
中
書
状
参
候
。
様
子
ハ
最
上
為
御
検
使
、
榊
原

左
衛
門
殿
御
下
之
由
、
為
知
被
申
候
。
其
状
原
田
河
内
届
被
申
候

間
、
半
右
衛
門
留
守
之
様
子
、
備
中
所
よ
り
之
状
請
取
候
様
子
、

(32) 

河
内
所
ま
で
拙
者
返
答
致
候
。

書
状
は
、
最
上
領
検
使
の
た
め
幕
府
旗
本
榊
原
左
衛
門
職
直
が
上
使

と
な
っ
て
下
向
す
る
こ
と
を
伝
え
る
内
容
だ
っ
た
。
前
年
の
元
和
ー
―
―

年
（
一
六
一
七
）
三
月
、
最
上
義
光
の
次
男
で
山
形
藩
二
代
藩
主
最

上
家
親
が
一

1

一
六
歳
の
若
さ
で
急
死
し
、
嫡
子
家
信
へ
の
家
督
継
承
が

認
め
ら
れ
た
が
、
ま
だ
一
三
歳
の
若
年
で
あ
っ
た
た
め
、
幕
府
か
ら

国
目
付
と
し
て
榊
原
が
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
職
直
は
天
正
十
四

年
（
一
五
八
六
）
の
生
ま
れ
、
実
は
花
房
職
之
の
次
男
で
、
塵
長
元
年

（
一
五
九
六
）
、
徳
川
家
康
に
見
い
だ
さ
れ
て
謁
見
し
、
秀
忠
の
小
姓
と

な
っ
た
。
そ
の
後
、
同
四
年
、
徳
川
四
天
王
と
も
言
わ
れ
る
榊
原
康
政

の
養
子
と
な
り
、
同
十
九
年
、
康
政
嫡
男
の
康
勝
か
ら
独
立
し
て
旗
本

に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
と
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）

(33) 

に
は
長
崎
奉
行
に
栄
進
す
る
。
最
上
検
使
の
と
き
は
三
三
歳
だ
っ
た
。

日
野
は
慶
長
十
七
年
、
由
利
領
の
検
地
を
担
当
し
、
そ
の
北
部
に
秋

田
藩
領
の
入
り
組
み
地
域
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、

念
の
た
め
幕
府
検
使
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
秋
田
藩
側
に
も
知
ら
せ
る

べ
く
当
該
の
入
り
組
み
地
域
を
知
行
す
る
本
城
満
茂
に
書
を
託
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
を
受
け
た
満
茂
は
、
原
田
に
申
し
付
け
て
日

野
の
書
状
を
久
保
田
の
秋
田
藩
庁
に
届
け
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
最

上
義
光
分
限
帳
」
に
は
、
原
田
藤
右
衛
門
二
三

0
石
を
確
認
で
き
る
が
、

こ
の
原
田
河
内
は
「
大
日
本
古
記
録
j

が
考
証
す
る
通
り
最
上
直
臣
で

は
な
く
、
本
城
満
茂
の
家
臣
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
原
田
が
秋
田
城
下

に
着
い
た
と
き
家
老
の
憲
忠
は
留
守
だ
っ
た
。
原
田
は
憲
忠
に
会
え
な

い
ま
ま
書
状
を
置
い
て
藩
役
所
を
出
た
の
で
、
憲
忠
に
代
わ
り
政
景
が

確
か
に
書
状
を
受
け
取
っ
た
旨
、
配
下
の
者
を
走
ら
せ
伝
え
さ
え
て
い
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五

る。
こ
の
と
き
、
榊
原
が
最
上
領
を
ど
の
よ
う
に
巡
検
し
た
の
か
、
具
体

的
な
こ
と
は
わ
か
ら
ず
、
由
利
領
を
訪
れ
た
か
痕
跡
も
つ
か
め
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
あ
と
義
俊
と
名
を
改
め
る
家
信
は
、
結
局
、
最
上
家
中

を
ま
と
め
き
れ
ず
、
家
中
分
裂
を
理
由
に
改
易
処
分
と
な
る
の
は
四
年

後
の
元
和
八
年
八
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
元
和
三
年
時
点
で
、
最
上

氏
の
改
易
と
そ
れ
に
続
く
本
多
正
純
の
処
罰
ま
で
秀
忠
政
権
が
す
で
に

見
通
し
て
い
た
と
見
る
の
は
穿
ち
過
ぎ
だ
ろ
う
。
だ
が
、
幕
府
検
使
榊

原
職
直
が
江
戸
に
持
ち
帰
っ
た
最
上
領
に
関
す
る
諸
情
報
が
、
正
純
の

由
利
移
封
と
そ
の
後
の
処
置
に
役
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

本
荘
の
原
田
河
内
と
百
三
段
の
弥
三
郎

原
田
と
政
景
が
初
め
て
対
面
す
る
の
は
、
元
和
八
年
十
月
二
十
日
、

羽
州
街
道
が
皆
瀬
川
を
越
え
る
秋
田
藩
領
の
岩
崎
に
於
い
て
だ
っ
た
。

こ
の
月
九
日
、
本
荘
城
は
佐
竹
勢
に
よ
り
破
却
さ
れ
、
八
月
に
改
易
を

命
じ
ら
れ
た
最
上
氏
の
家
臣
一
同
は
、
そ
の
後
の
身
の
振
り
方
に
苦
心

し
て
い
た
。
最
上
氏
の
陪
臣
と
は
い
え
、
原
田
は
本
城
満
茂
家
中
で
高

い
地
位
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
本
荘
領
を
本
多
正
純
に
引
き
渡
す
ま
で

現
地
に
留
ま
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
政
景
は
、
山
形
城
受
け
取
り
か

ら
本
多
正
純
の
由
利
移
封
ま
で
一
連
の
処
置
を
指
揮
し
た
幕
府
上
使
永

井
直
勝
が
、
山
形
か
ら
江
戸
へ
帰
る
の
を
見
送
っ
た
後
、
久
保
田
へ
戻

る
途
中
だ
っ
た
。

(“) 

一
、
岩
崎
二
て
原
田
河
内
方
と
始
参
会
致
候
。

家
族
を
伴
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
主
を
失
っ
た
原
田
主
従
に
は
胸

に
迫
る
思
い
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
政
景
が
日
記
に
留
め

た
の
は
ご
く
短
く
こ
の
一
文
だ
け
だ
っ
た
。
原
田
主
従
の
そ
の
後
の
様

子
は
つ
か
め
な
い
。

二
年
前
の
元
和
六
年
、
政
景
は
計
十
一
回
に
わ
た
り
原
田
と
書
を
取

り
交
わ
し
て
い
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
人
返
し
に
関
す
る
も
の
で
、
「
は

ね
川
村
之
百
性
」
・
「
池
梨
ノ
内
、
下
村
之
百
性
」
・
「
羽
根
川
之
内
、
八

ツ
田
村
ノ
百
性
」
、
そ
し
て
居
所
不
明
な
が
ら
百
姓
と
見
ら
れ
る
「
与

介
」
、
こ
の
者
た
ち
が
秋
田
藩
領
に
逃
亡
し
、
原
田
は
そ
の
返
還
を
求

め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
由
利
の
出
身
で
秋
田
藩
士
黒
沢

道
家
配
下
の
足
軽
と
な
っ
て
い
る
者
も
い
れ
ば
、
逆
に
秋
田
藩
側
か
ら

仙
北
郡
楢
岡
村
の
百
姓
の
娘
が
、
由
利
領
矢
島
の
篠
子
（
笹
子
）
村
に

逃
げ
た
者
も
い
て
、
相
互
に
返
還
を
求
め
て
い
る
。

原
田
は
秋
田
藩
側
の
協
力
に
感
謝
し
て
か
、
同
じ
く
元
和
六
年
の
五

月
九
日
、
政
景
が
日
本
海
沿
岸
を
通
っ
て
京
に
上
る
途
中
、
本
荘
城
下

で
昼
食
を
取
り
金
浦
ま
で
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
政
景
の
本
荘
通
過
を
知

ら
ず
「
無
沙
汰
之
由
」
を
わ
び
、
わ
ざ
わ
ざ
「
樽
・
肴
」
を
送
り
届
け

て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
記
述
で
は
政
景
は
「
本
城
よ
り
原
田
河
内
」

と
記
す
の
が
普
通
で
、
一
回
だ
け
「
油
梨
原
田
河
内
所
よ
り
」
と
認
め

て
い
る
。
元
和
五
年
十
二
月
二
十
日
、
原
田
が
「
い
つ
ミ
」
等
三
家
族
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の
人
返
し
を
求
め
て
初
め
て
秋
田
藩
側
に
書
を
認
め
た
と
き
、
そ
こ
に

は
当
然
、
自
身
が
本
城
満
茂
の
家
臣
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
た
筈
で
、

そ
れ
を
見
た
政
景
は
「
本
城
よ
り
原
田
河
内
書
中
有
」
と
書
き
出
し
た

の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
本
城
よ
り
」
は
書
の
発
信
地
で
は
な
く
、

本
城
満
茂
配
下
の
原
田
河
内
か
ら
の
、
と
い
う
意
味
に
解
し
た
い
。

こ
の
書
き
出
し
に
よ
り
、
原
田
と
満
茂
の
主
従
関
係
が
す
ぐ
に
理
解

で
き
る
。
「
最
上
よ
り
日
野
備
中
書
状
参
候
」
も
同
様
の
表
現
だ
ろ
う
。

「
最
上
」
を
書
状
の
発
信
地
と
す
る
な
ら
、
広
す
ぎ
て
意
味
を
な
さ
ず
、

政
景
が
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、
差
出
人
が
ど
こ
の
家
中
な
の
か
、
そ
の

帰
属
関
係
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
十
二
月
二
十
三
日
の
「
赤
宇
津
よ
り
原
田
河
内
被
申
越
候
」

の
方
は
、
発
信
地
に
重
き
を
置
い
た
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
政

景
日
記
を
読
み
返
す
と
、
「
い
つ
ミ
」
等
一
一
一
家
族
が
本
城
領
の
ど
こ
か

ら
逃
げ
て
き
た
の
か
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
後
も
、
原
田
か
ら
人

返
し
を
求
め
る
書
が
届
く
が
、
そ
こ
で
は
、
ど
こ
の
村
の
百
姓
な
の
か
、

そ
の
居
所
を
示
す
の
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
「
い
つ
ミ
」

等
に
つ
い
て
も
原
田
は
そ
れ
を
明
記
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
原
田
に

と
っ
て
、
「
い
つ
ミ
」
等
三
家
族
の
人
返
し
要
求
は
、
秋
田
藩
側
に
頼

ん
だ
最
初
の
事
案
だ
っ
た
。
原
田
は
そ
の
職
務
上
、
逃
亡
百
姓
の
旧
地

を
尋
ね
、
間
違
い
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
現
地
か
ら
書

を
認
め
た
の
で
は
な
い
か
。
政
景
の
書
き
ぶ
り
か
ら
は
、
そ
う
し
た
事

態
が
想
起
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
政
景
は
「
赤
宇
津
よ
り
」
と
書
き
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
い
つ
ミ
」
等
三
家
族
が
赤
尾
津
か
ら
の
逃
亡
者
だ
っ

た
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
、
そ
う
考
え
た
い
。

以
上
の
考
察
は
、
原
田
が
本
城
満
茂
が
本
荘
に
移
っ
た
後
の
赤
尾
津

の
知
行
主
で
、
赤
尾
津
に
居
住
し
た
ま
ま
自
ら
の
知
行
地
百
姓
が
秋
田

領
に
逃
亡
し
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
疑
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
だ
が
、

原
田
は
東
由
利
の
下
村
郷
か
ら
の
逃
亡
者
や
、
矢
島
の
笹
子
郷
へ
欠
落

し
た
百
姓
の
娘
ま
で
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
矢
島
へ
逃
げ
た

仙
北
郡
楢
岡
村
百
姓
の
娘
に
つ
い
て
は
、
楢
岡
村
を
知
行
地
と
す
る
秋

田
猫
士
白
土
長
蔵
が
家
老
の
梅
津
憲
忠
に
願
い
出
、
惑
忠
を
通
し
て
原

田
に
返
還
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

本
城
満
茂
は
慶
長
十
八
年
に
は
本
荘
に
移
っ
た
と
見
ら
れ
、
そ
れ
以

降
城
下
町
の
建
設
は
着
実
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
元
和
年
間
に
は
原
田
も
本
荘
城
下
に
移
り
、
そ
こ
で
満
茂
か
ら
領

民
の
人
返
し
案
件
を
託
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
職
名
は
わ

か
ら
な
い
が
、
原
田
は
本
城
氏
の
家
中
に
あ
っ
て
そ
れ
な
り
の
高
い
地

位
に
あ
る
人
物
だ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
矢
島
笹

子
郷
の
事
例
か
ら
、
原
田
は
由
利
領
全
体
の
人
返
し
事
案
を
取
り
扱
っ

て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
由
利
領
全
般
を
所
管
し
た
本
城
満
茂
の
立
場

と
、
最
上
領
の
中
で
相
対
的
に
自
立
し
た
由
利
領
の
あ
り
方
が
見
え
て

く
る
。そ

う
し
た
と
き
、
元
和
五
年
十
二
月
、
政
景
が
「
も
、
さ
た
」
で

「
い
つ
ミ
」
た
ち
三
家
族
を
引
き
渡
し
た
小
野
弥
三
郎
を
ど
う
捉
え
た
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ら
よ
い
か
。
そ
の
様
子
を
政
景
は
「
も
A

さ
た
小
野
弥
三
郎
と
申
者
ニ

渡
、
罷
帰
候
」
と
記
し
て
い
る
。
「
最
上
義
光
分
限
帳
」
で
は
小
野
姓

は
一
五

0
石
の
弥
七
郎
と
、
鎗
衆
で
四
0
0
石
、
五
一
人
扶
持
の
掃
部

左
衛
門
の
二
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
の
関

係
は
わ
か
ら
ず
、
「
大
日
本
古
記
録
」
は
こ
の
弥
三
郎
を
本
城
満
茂
家

臣
と
考
証
し
て
い
る
。
「
も
、
さ
た
小
野
弥
三
郎
と
申
者
二
渡
、
罷
帰
候
」

と
い
う
政
景
の
書
き
ぶ
り
か
ら
は
、
弥
一
一
一
郎
を
地
位
あ
る
武
士
と
は
見

て
い
な
い
印
象
を
受
け
る
。

ま
た
、
政
景
は
「
も
A

さ
た
二
て
」
と
も
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
点

か
ら
考
え
る
と
、
欠
落
百
姓
を
受
け
取
る
た
め
本
荘
か
ら
派
遣
さ
れ
た

弥
三
郎
に
、
百
三
段
に
て
一
一
一
家
族
を
引
き
渡
し
た
、
そ
う
で
は
な
く
、

百
三
段
に
い
る
弥
三
郎
に
渡
し
て
帰
っ
た
、
そ
の
よ
う
に
読
め
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
弥
三
郎
は

百
三
段
居
住
の
知
行
主
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
荘
城
下
の
建
設
は

着
実
に
進
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
が
、
こ
の
時
期
、
必
ず
し
も
全
家
臣
の
城

下
集
住
が
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
本
城
家
中
の
中
に
は
そ
の
来

歴
に
応
じ
、
旧
来
通
り
知
行
地
村
方
に
居
住
す
る
者
も
い
た
の
で
は
な

い
か
。
元
和
八
年
十
月
、
百
三
段
地
域
の
村
替
は
、
こ
の
よ
う
な
在
地

状
況
下
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
こ
で
、
政
景
日
記
に
記
録
さ
れ
た
「
人
返
し
」
の
全
体
像
に
つ
い

て
捉
え
て
み
た
い
。
表
1
は
「
大
日
本
古
記
録
」
の
索
引
か
ら
「
人
返
し
」

の
項
目
を
す
べ
て
拾
っ
た
も
の
で
あ
る
。
二
列
目
の
漢
数
字
は
、
そ
の

巻
数
を
示
し
、
西
暦
は
和
暦
年
数
を
単
純
に
置
き
換
え
て
表
示
し
て
い

る
た
め
、
旧
暦
十
二
月
中
下
旬
に
つ
い
て
は
正
し
く
な
い
。
ま
た
、
「
相

手
」
は
、
人
返
し
の
当
事
者
を
め
ぐ
っ
て
政
景
が
対
応
し
た
交
渉
相
手

を
指
し
、
「
方
向
」
の
項
目
で
は
、
そ
の
当
事
者
が
秋
田
領
に
逃
げ
て

き
た
の
か
、
逆
に
秋
田
領
か
ら
逃
げ
出
し
た
の
か
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
で
空
欄
と
し
た
整
理
番
号
45
は
、
秋
田
の
町
人
が
商
売
を
め
ぐ
っ
て

泉
州
境
の
町
人
と
争
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
を
津
軽
で
発
見
し
た
た

め
弘
前
藩
に
対
し
て
人
返
し
を
求
め
た
も
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
列
を
利
用
し
て
、
同
一
の
人
返
し
案
件
を
取
り
扱
っ
て

い
る
事
案
に
つ
い
て
も
整
理
番
号
を
用
い
て
こ
れ
を
表
示
し
た
。
た
と

え
ば
、
整
理
番
号
2
で
は
、
政
景
は
仙
台
藩
領
か
ら
逃
亡
し
て
き
た
藤

七
郎
を
捕
縛
し
た
旨
を
記
し
、
同
3
で
そ
の
十
六
日
後
に
仙
台
藩
か
ら

派
遣
さ
れ
て
き
た
使
者
に
そ
の
者
を
引
き
渡
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る

の
で
、
「
方
向
」
の
項
目
に
「
2
」
と
表
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
整
理

番
号
26
で
欠
落
人
の
捜
査
依
頼
を
受
け
、
同
28
で
、
そ
の
八
日
後
に
は

そ
の
者
を
送
遥
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
が
同
一
案
件
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
欠
落
百
姓
を
受
け
入
れ
る
側
で
は
、
前
も
っ
て
身
代
金
を

支
払
い
年
季
雇
い
す
る
場
合
が
あ
り
、
そ
う
し
た
と
き
に
藩
命
に
よ
っ

て
欠
落
百
姓
の
返
逮
に
応
じ
た
際
に
は
、
政
景
が
そ
の
旨
を
先
方
に
伝

え
、
前
貸
し
金
の
返
済
を
求
め
て
い
る
。
整
理
番
号
29
と
31
は
そ
の
逆

で
、
秋
田
領
の
百
姓
の
娘
が
由
利
領
へ
逃
れ
て
い
た
の
が
送
逮
さ
れ
、

そ
の
八
日
後
に
そ
の
「
身
の
代
銀
」
を
政
景
が
返
還
さ
せ
て
い
る
。
政
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表 1 政景日記に見る「人返し」

鍔 政景日記 和暦 西暦 相手 方向 記戟事項

1 - 92p 殿長 17年8月13日 1612 越後出雲崎 来 小「者代作官内久返兵へし申手候代」依田孫左衛門

2 - 108p 艇長 17年9月1日 1612 仙台藩 来 者き「藤、岩七ま手郎つ山とた城申う代者山（か松岡け任志お）摩ち縫仕守殿」介よ小り

3 - 114p 艇長 17年9月17日 1612 仙台藩 2 仙き渡台すから逃亡の「藤七郎」を引

4 - 115p 艇長 17年9月20日 1612 秋田領内 領内 者お「、介し龍（左略、門）成尉か敗内け致下お候涸」ち又候兵由へ、（と略申） 

5 - 129p 艇長 17年10月13B 1612 越後 来 衛当「門山（越と後（院申頚内も城）の郡へヽ）参む北候す」条め返村、還之戌要徳ノ求右年

6 - 136p 斑長 17年10月23日 1612 越後 5 ま「北ん条と村申女の」徳送右還術門と申ものヽ

7 二 123p 脱長 19年8月19B 1614 秋田領内 領内 者内おr「銀l!i之位ち山、馬下太へ愛音人主駈元左水内落二御衛下罷酉猪門有姓五介候加郎と由右申と」術者申を者、門返Jかと還院け申

8 二 137p 艇長 19年10月268 1614 最上藩由利本荘 来 湊状「付最二、罷上成有よ敗、り候赤か様宇け二津お御之ち頼既者」前（殿土よ崎り） 

， 二 14lp 殿長 19年11月8日 1614 最上藩庄内大山 来 信殺落、浪し大の二作山右で介衛捕、門縛播女の磨房上の、と二牢大右舎山衛に門欠を

10 二 14lp 斑長 19年11月9日 1614 最上藩由利滝沢 来 捕釈金縛、迦送宗太遥太兵、夫衛宗との太欠女夫落房成、で敗由傾利城瀧の沢小で

11 四 119p 元和 5年11月16日 1619 最上藩由利岩屋 行 欠「向落正、九（略下）之か者へノさ百れ性候、由岩」屋へ

12 四 124p 元和 5年11月26日 1619 盛岡藩 行 還「十さ二れ所るノ内山館村之百性」返

13 四 142p 元和 5年12月20日 1619 秋田領内 領内 龍「（未（者阿進有仁のは金者つ）山」（）略御）運走者上ハ懸引り返候し者、

14 四 143p 元和 5年12月20日 1619 最上藩由利本荘 来 「のい本捜つ城査ミよ依・り頼金原介田・河左内衛困門中三有郎、」（略等） 

15 四 147p 元和 5年12月23B 1619 最上藩由利本荘 14 「弥（赤略三宇）郎津合とよ拾申り弐者原人二田、渡河」も内、被さ申た越小候野、

16 四 149p 元和 5年12月25日 1619 秋田領内 領内 「を角引館返小し杉候山問之、百籠者性有弐度人由欠」落候

17 四 150p 元和 5年12月25日 1619 盛岡溜 行 「部向よ正り九引百返性し両参人候欠」落、 （略） 南

18 四 150p 元和 5年12月26日 1619 最上藩由利本荘 来 祝百「本着性城之欠よ由落り」之原儀田、河無内飛残脚返有し、候（俄略）、

19 四 150p 元和 5年12月26日 1619 仙台蕃 来 「落（仙後参台藤候奉）由行寿」衆庵百（略性）上よ浦りノ杏内中へ有欠、
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20 四 173p 元和6年2月28 1620 盛岡藩 来 「十南二部所ノへ内欠落、」鹿角大湯之町人、

21 四 187p 元和6年2月27日 1620 最上藩由利本荘 来 北「は本浦ね城川よ（略村り）之原へ百田罷性河越内九」右（略衛）門書中（略有、） 

22 四 19lp 元和6年3月4日 1620 最上藩由利本荘 21 為郎「油左参梨者衛原、門田（略（河略）内）返所羽し根よ申JIIり候荒」（略屋）よ九り

23 四 193p 元和6年3月78 1620 最上藩由利本荘 来 左礼「原状衛田」門河要内子所四よ人り返羽根し候川、村（之略惣） 

24 四 285p 元和6年10月23日 1620 最上藩由利本荘 来 先「本立城与よ介りと原申田者河返内し（附略候）杏」中有、

25 四 30lp 元和6年12月9日 1620 秋田領内 領内 進引「阿候返仁てし金欠申山候落よ」ヲ院り内（銀略山）よ御り運上（略未） 

26 四 313p 元和6年閏 12月4日 1620 最上藩由利本荘 来 油「申本者梨城ノよ（秋内り田下原領村田へ之河）百内参性野」理中右有衛、門（略と） 

27 四 320p 元和6年閏 12月11日 1620 最上蕃由利本荘 来 左「「らと下羽め鞘申村根被所rIllノ1追二、百之娯（（略性内」略）八理）八居右ツ柳候衛田村門ノ（略内ノ（）略百し」）姓どか甚田

28 四 32lp 元和6年閏 12月12日 1620 最上薔由利本荘 26 「之し下内申村八候ノ」ツ百田性村理ノ右甚衛左門衡」門「」羽を根「返川

29 四 324p 元和6年OOl2月15日 1620 最上蕃由利本荘 行 「矢河楢鴻内岡之よ村内り源返篠兵還子衛村と」申へ者逃の亡子をた原つ田、

30 四 330p 元和6年OOl2月21日 1620 最上藩由利本荘 来 黒「門本澤と城甚（よ親兵り）衛原大田（学の河」足内の軽飛返）脚還佐有要五求右（略衛） 

31 四 340p 元和6年閏 12月23日 1620 最上藩由利本荘 29 銀「楢を岡原村田源方兵へ衛返子銀共」 の身の代

32 五 6lp 元和7年8月7日 1621 仙台藩 来 仙き、台政藩景片倉と交煎渉長の小人欠落につ

33 五 132p 元和8年2月5日 1622 江戸•松平信網 行 者鴻「（秋い（つ略田）藩き茶欠と申道落者坊、ノ松主所杉平二伊山奉豆）公殿玄」正下小太

34 五 144p 元和8年3月4日 1622 秋田領内 領内 欠「ら長め落三指候郎阻を中く今間」日九見介出とし申、者（略、年）か内

35 五 288p 窟永元年4月3日 1624 庄内藩 来 兵拾「酒節野井目と雅二申楽罷仁殿有（御候略内」） 衆欠日落比候野下三人郎五

36 五 302p 宜永元年5月22日 1624 庄内藩 来 「内酒百井性宮仙内北殿へ欠よ落り、（返略し）候当御春礼庄」

37 六 17p 宜永2年2月26日 1625 本荘藩 行 「玉四西米郎馬村右音へ衛内欠猿門落田と候村申由之者」百、性（由弥五利郎郡）・

38 六 18p 宜永2年2月26日 1625 本荘藩 来 ヘ「と本欠申城落者よ候人り由数」四（略計人）太31下沢人村を（之大送右沢辺馬）村助
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39 六 259p 寛永4年7月20日 1627 仙台藩 来
衛「仙門台百よ姓りかけ（略を）ち先、立御和領久分半へ左参

候を（送還）」の礼状

40 七 149p 寛永6年3月26日 1629 本荘薔 来 「次本と城申川者口欠之落百、当性町源二二罷郎有・候左由平」

41 七 150p 寛永6年3月288 1629 盛岡藩 行 所「門（之秋と開田申所部者へ）、欠葛南落部原」之白根百性（金十郎山左）衛近

42 七 153p 窟永6年4月48 1629 本荘溜 来 「百人本性城（略、よ）合り渡十八申四左候鼈衛」、門此申人越数候七欠十落七

43 七 154p 宜永6年4月5日 1629 本荘藩 来 「に（略本廿）城鼈以よ、来（略りハ）（返屋略し形）申様百問被性敷仰欠由出落」分仙ハ北、

44 七 299p 宜永 7年9月1日 1630 盛岡藩 来
「飯（南詰部・ニ藩柳）知と行申之所百へ性欠、落六候郷由」・

を送還

45 八 50p 寛永 8年3月27日 1631 弘前藩 秋之三田十に藩送郎と還」争をを論求津中め軽のるで「発（泉見州し）、 境津

軽薔

46 八 103p 寛永8年6月28日 1631 本荘藩 来 代「人本町十城二鼈六罷此郷有人兵候頭庫由五殿」十る＝（送略人還）欠古落雪、野町

47 八 105p 寛永8年7月2日 1631 本荘藩 46 頭「B本ii'l五城取十よ、三り其人欠夜、落無使残者小逃、野野し四候代郎」二兵て衛朔人

48 八 108p 宜永 8年7月6日 1631 本荘藩 46 能代つり、にき残本て荘ら受ず藩け逃よ取亡りると問は返いず答合のわ5せ3人ぁに が

49 八 15lp 窟永8年9月28日 1631 弘前藩 行 十「山福へ郎原参、忠候去三由年百」欠性落こ（こ略ろ）、や津り軽村藤銀

50 八 180p 窪永 8年11月8日 1631 弘前薔 来 本「み津へ、軽参九よ候兵り由衛」（と略の申）返、者還人欠請之落求女、房小鹿を盗脇

51 八 237p 寛永9年5月13日 1632 越後蒲原 来 小金「三過者条分五町二郎成盗作田」と次秋申郎田者へ左、逃衛公亡門俄御と米申者売

仙台で蕃家被よ族遺りを候逃捕」亡縛のし僧、 「常海く」ら と52 八 240p 窪永9年5月23日 1632 仙台藩 来 その 「て 川
原ま 」

53 九 lOp 宜永 9年11月4日 1632 秋田領内 領内 l「成lなl候井ら」平（右楢衛）岡門村指之南養之子御之足か軽け二落罷、
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景
日
記
に
は
全
五
三
ヶ
条
に
わ
た
っ
て
「
人
返
し
」
に
関
す
る
事
項

が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
同
一
案
件
を
扱
っ
た
事
案
が
九
件

あ
っ
て
、
「
人
返
し
」
の
案
件
は
全
部
で
四
四
件
と
な
る
。

総
山
奉
行
を
勤
め
た
た
め
か
、
政
景
は
院
内
銀
山
へ
逃
亡
し
て
き
た

者
（
整
理
番
号
5
.
7
)
や
、
阿
仁
金
山
の
運
上
を
未
進
し
て
秋
田
領

内
に
逃
亡
し
た
者
（
同
13.25)
を
捕
ら
え
、
引
き
渡
し
て
い
る
。
表

1
は
、
そ
れ
ら
も
「
人
返
し
」
の
範
疇
に
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
間

が
逃
亡
し
た
り
、
領
内
の
百
姓
が
秋
田
藩
士
の
足
軽
に
な
っ
て
い
た
り

す
る
の
を
元
に
戻
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
領
内
の
人
返
し
に
つ
い

て
も
七
件
ほ
ど
書
き
留
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
政
景
が
義
宜
に

従
っ
て
江
戸
に
出
て
い
た
折
に
は
、
秋
田
藩
の
茶
道
坊
主
の
小
者
が
江

戸
で
他
藩
の
武
士
に
仕
え
て
い
る
の
を
発
見
し
、
先
方
に
交
渉
し
て
引

き
戻
さ
せ
、
逮
捕
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
人
返
し
の
範
疇
も

あ
い
ま
い
で
、
表
1
は
政
景
が
何
ら
か
の
関
係
で
そ
の
職
務
上
関
与
し

た
人
返
し
事
案
を
書
き
留
め
た
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
表
に
こ

の
時
期
、
秋
田
藩
が
関
わ
っ
た
人
返
し
事
件
の
す
べ
て
が
網
羅
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
こ
に
は
一
定
の
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。
整
理
番
号
19
は
、
仙
台
藩
で
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
に

努
め
た
後
藤
寿
庵
に
関
す
る
も
の
で
、
寿
庵
知
行
所
の
百
姓
が
秋
田
藩

領
で
当
時
「
北
浦
」
と
い
わ
れ
た
仙
北
郡
の
角
館
方
面
に
逃
亡
し
た
ら

し
い
と
の
情
報
を
仙
台
藩
奉
行
衆
が
知
ら
せ
て
き
た
。
そ
こ
で
政
景
は
、

仙
台
藩
か
ら
の
使
者
に
上
浦
で
潜
伏
し
て
い
そ
う
な
場
所
を
教
え
、
探

索
に
協
力
し
て
い
る
。
領
内
に
多
く
の
鉱
山
を
抱
え
る
秋
田
藩
に
は
、

数
多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
流
入
し
た
は
ず
で
、
表
1
に
も
そ
れ
が
反
映

さ
れ
る
の
で
は
と
予
測
し
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
寛
永
元
年
六

月
三
日
の
条
に
、
「
一
、
き
り
し
た
ん
衆
一
二
十
弐
人
火
あ
ふ
り
、
内
弐

拾
弐
人
ハ
男
、
十
壱
人
ハ
女
」
と
政
景
が
記
す
通
り
秋
田
藩
に
お
い
て

(37) 

も
キ
リ
シ
タ
ン
ヘ
の
弾
圧
は
過
酷
を
極
め
た
。
だ
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
に

関
し
て
そ
の
人
返
し
を
求
め
る
藩
は
な
く
、
こ
の
表
に
そ
れ
が
あ
が
る

は
ず
は
な
か
っ
た
。

ま
た
整
理
番
号
8
も
一
般
的
な
事
例
か
ら
見
れ
ば
、
や
や
特
異
な
人

返
し
事
件
だ
ろ
う
。

一
、
右
近
殿
よ
り
参
候
へ
と
御
使
候
間
、
罷
出
候
ヘ
ハ
、
最
上
よ

り
か
け
お
ち
者
、
湊
二
罷
有
、
赤
宇
津
之
豊
前
殿
よ
り
状
付
、
成

敗
候
様
二
御
頼
候
間
、
如
何
と
御
談
合
之
様
子
二
被
仰
候
。
我
等

申
分
ハ
、
と
か
く
被
引
詰
、
被
仰
付
可
然
候
。
我
等
今
晩
罷
越
、

明
日
天
明
候
ハ
、
申
理
、
腹
を
可
為
致
候
。
異
儀
申
候
ハ
、
則
押

込
、
成
敗
可
申
候
。

慶
長
十
九
年
(
-
六
一
四
）
＋
月
二
十
六
日
、
政
景
は
家
老
の
向
右

近
宣
政
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
向
の
も
と
に
赤
尾
津
の
豊
前
か
ら
書
状
が

届
き
、
「
最
上
よ
り
か
け
お
ち
者
」
す
な
わ
ち
、
最
上
氏
山
形
藩
か
ら

の
脱
藩
浪
人
が
秋
田
薔
の
土
崎
湊
に
潜
伏
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
そ

の
者
た
ち
を
「
成
敗
」
、
つ
ま
り
殺
害
す
る
よ
う
に
と
依
頼
し
て
き
た
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の
だ
っ
た
。
差
出
人
の
豊
前
は
本
荘
豊
前
守
満
茂
で
由
利
領
検
地
を
終

え
た
座
長
十
七
年
に
は
、
本
荘
城
の
建
設
に
着
手
し
、
や
が
て
赤
尾
津

か
ら
本
荘
に
移
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
右
史
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の

と
き
は
ま
だ
赤
尾
津
に
い
た
よ
う
で
あ
る
。
土
崎
湊
に
逃
げ
て
き
た
の

は
、
安
孫
子
左
門
と
蔵
人
の
兄
弟
で
、
合
わ
せ
て
一
六
、
七
人
の
配
下

の
者
を
従
え
て
湊
の
酒
田
町
に
潜
ん
で
い
た
。
依
頼
を
受
け
た
向
は
、

ど
う
対
処
す
べ
き
か
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
藩

主
義
宣
は
大
坂
冬
の
陣
に
当
た
り
、
江
戸
を
発
し
て
大
坂
に
向
か
っ
て

い
る
最
中
だ
っ
た
か
ら
、
国
許
を
与
る
向
が
こ
れ
を
決
断
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
山
形
藩
は
二
代
藩
主
最
上
家
親
の
統
治
下
に
あ
っ
た

が
、
一
族
が
複
雑
に
対
立
す
る
関
係
に
あ
っ
て
、
安
孫
子
兄
弟
は
そ
の

抗
争
か
ら
逃
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
国
許
で
は
そ
れ
を
許
さ

ず
、
送
還
ど
こ
ろ
か
殺
害
を
依
頼
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
相
談
を
受
け

た
政
景
は
、
こ
の
と
き
ま
だ
三
四
歳
だ
っ
た
。
と
に
か
く
そ
の
身
柄
を

確
保
し
、
そ
の
上
で
こ
ち
ら
か
ら
の
指
令
を
伝
え
る
べ
き
だ
と
し
て
、

こ
の
日
の
晩
に
身
柄
を
押
さ
え
、
明
朝
に
は
山
形
藩
か
ら
の
「
成
敗
」

の
依
頼
が
届
い
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、
切
腹
さ
せ
る
べ
き
だ
。
も
し
、

異
議
を
唱
え
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
取
り
押
さ
え
て
成
敗
す
る
、
と
政
景

の
考
え
は
厳
し
か
っ
た
。

翌
日
早
朝
、
政
景
は
物
々
し
い
手
勢
を
率
い
て
土
崎
に
向
か
う
と
、

安
孫
子
兄
弟
は
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
政
景
の
言
を
聞
き
入
れ
、
切
腹
し

た
。
政
景
日
記
か
ら
人
返
し
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
、
誰
し
も
が
真
っ

先
に
こ
の
一
件
を
想
起
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
当
時
の
人
返
し
事
例
か

ら
す
る
と
、
こ
れ
は
少
し
特
異
な
事
件
だ
っ
た
。
人
返
し
の
多
く
は
、

逃
亡
し
た
百
姓
を
連
れ
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
百
姓
が
自
領
か
ら
逃
げ
出

す
の
を
阻
止
す
る
と
こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

表
ー
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
人
返
し
の
当
事
者
を
見
る
と
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
秋
田
領
へ
逃
げ
て
き
た
例
で
、
秋
田
領
の
人
間
が
他
へ
出
た
の

を
引
き
戻
す
案
件
は
、
前
に
見
た
茶
道
坊
主
を
含
め
八
例
し
か
な
か
っ

た
。
整
理
番
号
1
2
.
1
7
.
4
1
の
盛
岡
藩
領
へ
逃
げ
た
三
例
は
、
い
ず
れ

も
十
二
所
越
の
鹿
角
方
面
で
、
内
一
件
は
白
根
金
山
へ
の
逃
亡
だ
っ
た
。

ま
た
、

49
の
津
軽
領
へ
逃
げ
た
一
件
も
、
や
は
り
鉱
山
だ
っ
た
。
そ
し

て
残
る
1
1
.
2
9
.
3
7
の
三
例
が
い
わ
ゆ
る
由
利
領
へ
の
逃
亡
で
、
や
は

り
み
な
百
姓
だ
っ
た
。
仙
台
藩
領
へ
の
逃
亡
は
見
ら
れ
な
い
。
逃
げ
て

く
る
者
に
対
し
て
脱
出
者
は
か
な
り
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の

比
率
は
実
態
を
反
映
し
て
い
な
い
。
現
実
に
は
も
っ
と
多
く
の
逃
亡
者

が
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
情
報
は
政
景
で
は
な
く
、

家
老
の
も
と
に
集
約
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
先
方
か
ら
人
返

し
の
要
求
を
受
け
た
家
老
た
ち
は
、
そ
の
探
索
と
引
き
渡
し
の
実
務
を

政
景
た
ち
に
命
じ
た
た
め
、
政
景
日
記
に
は
自
ず
と
逃
れ
て
き
た
者
た

ち
に
関
す
る
記
述
が
多
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
当
然
だ
っ
た
。
た
だ
し
、

記
述
例
は
少
な
い
な
が
ら
、
こ
こ
か
ら
は
お
お
よ
そ
の
傾
向
が
読
み

取
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
蕃
領
北
部
で
は
、
米
代
川
沿
い
の
平
坦

な
道
筋
を
辿
れ
、
か
つ
鉱
山
も
あ
る
鹿
角
地
方
へ
の
逃
亡
が
多
く
、
藩
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表 2 政景日記に見る「人返し」件数の割合

相手

最上藩由利本荘

最上藩由利岩屋

最上藩由利瀧沢

本荘藩

最上藩庄内大山

庄内藩

条数 件数 件数 割合％

14 

，
 

由利領 17 45.9 

8
 

6
 

庄内

2
 

2
 

3
 

8.1 

仙台藩

盛岡藩

弘前藩

越後

江戸•松平信綱

計

秋田領内

合計

6
 

5
 

5
 

13.5 

5
 

5
 

5
 

13.5 

3
 

3
 

3
 

8.1 

4
 

3
 

3
 

8.1 

2.7 

46 37 37 100 

7
 

7
 

53 44 

領
南
部
で
は
な
だ
ら
か
な
出
羽
丘
陵
を
越
え
て
由
利
領
へ
の
逃
亡
が
多

か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、
秋
田
領
へ
逃
げ
て
き
た
者
を
含
め
た

全
体
を
見
て
も
同
様
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
逃
げ
て
き
た
者
と
逃
げ
出

し
た
者
の
両
方
を
ま
と
め
、
秋
田
藩
が
交
渉
し
た
相
手
諸
藩
を
地
域
ご

と
に
ま
と
め
た
の
が
表
2
で
、
こ
こ
に
そ
の
傾
向
が
明
確
に
現
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
最
上
氏
改
易
以
前
の
由
利
の
諸
地
域
と
、
最
上
氏
改

易
後
、
そ
の
一
部
を
引
き
継
い
だ
本
荘
藩
を
合
わ
せ
、
こ
れ
を
由
利
領

と
す
る
な
ら
、
政
景
日
記
は
こ
の
地
域
に
関
し
て
全
部
で
一
七
件
の
人

返
し
事
件
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
秋
田
領
内
で
の
人
返
し
事
例

七
件
を
除
い
た
残
り
三
七
件
の
実
に
約
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い

る
。
前
項
で
は
、
本
城
満
茂
配
下
の
原
田
河
内
と
交
わ
し
た
人
返
し
案

件
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
た
が
、
そ
う
し
た
由
利
領
と
の
人
返
し
事

案
は
、
政
景
が
扱
っ
た
事
案
全
体
の
半
分
近
く
を
占
め
て
い
た
の
だ
っ

た
。
こ
れ
は
、
地
元
住
民
の
視
点
に
立
っ
た
と
き
、
秋
田
領
と
由
利
領

の
垣
根
は
低
く
、
百
姓
世
界
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
か
な
り
自
由

な
交
流
と
往
来
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
し
だ
ろ
う
。
こ
の

点
、
幕
府
罪
人
本
多
正
純
が
由
利
領
の
先
端
、
大
沢
郷
に
居
所
を
移
し

た
と
き
、
そ
れ
と
の
通
交
を
監
視
し
、
制
限
す
る
よ
う
幕
府
か
ら
求
め

ら
れ
た
秋
田
藩
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

な
お
、
表
1
の
整
理
番
号
3
8
.
4
2
.
4
3
.
4
6
の
如
く
初
期
の
六
郷
氏

本
荘
蕃
か
ら
は
、
集
団
的
逃
散
と
も
見
ら
れ
る
秋
田
藩
領
へ
の
大
規
模

な
逃
走
劇
が
あ
っ
た
。

43
で
は
、
秋
田
藩
主
佐
竹
義
宣
が
「
以
来
ハ
返

し
申
間
敷
」
と
人
返
し
を
拒
ん
で
い
る
。
こ
の
問
題
は
解
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
だ
が
、
本
稿
の
目
的
か
ら
は
そ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で

は
扱
わ
な
い
。
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以
上
の
考
察
を
整
理
し
、
結
ぴ
と
し
た
い
。

①
戦
国
末
期
、
土
崎
に
本
拠
を
置
く
秋
田
氏
と
角
館
を
勢
力
基
盤
と

す
る
戸
沢
氏
は
対
立
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
両
者
は
大
仙
市
協
和
地
区

か
ら
同
市
西
仙
北
地
区
の
雄
物
川
左
岸
域
一
帯
の
地
域
で
抗
争
し
た
。

天
正
十
七
年
(
-
五
八
九
）
の
湊
合
戦
を
機
に
秋
田
氏
は
由
利
領
北
部

地
域
を
支
配
し
た
赤
尾
津
氏
と
の
連
携
を
強
め
、
連
合
し
て
戸
沢
氏
と

対
抗
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
翌
年
、
奥
羽
仕
置
に
よ
り
表
面
上
の
平

和
が
維
持
さ
れ
、
秋
田
・
赤
尾
津
連
合
に
よ
り
由
利
領
北
部
地
域
に
形

成
さ
れ
た
入
り
組
み
支
配
が
太
閤
蔵
入
地
と
な
っ
て
残
っ
た
。
一
方
、

出
羽
丘
陵
を
東
に
越
え
た
大
沢
郷
は
赤
尾
津
氏
支
配
の
由
利
領
で
あ
り

続
け
、
戸
沢
氏
が
支
配
す
る
木
売
沢
・
江
原
田
な
ど
と
の
間
に
は
明
確

な
境
界
線
が
引
か
れ
、
支
配
域
の
混
在
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
関
ヶ

原
合
戦
後
、
秋
田
氏
の
支
配
域
は
太
閤
蔵
入
地
も
含
め
佐
竹
氏
に
引
き

継
が
れ
、
赤
尾
津
氏
一
党
が
支
配
し
た
領
域
は
同
氏
の
分
解
離
散
と
と

も
に
最
上
氏
配
下
の
本
城
満
茂
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の

結
果
、
本
城
氏
支
配
域
に
か
つ
て
の
太
閤
蔵
入
地
が
佐
竹
氏
支
配
の
飛

地
と
な
っ
て
残
っ
た
。

②
徳
川
の
体
制
と
な
っ
て
も
大
沢
郷
は
最
上
氏
支
配
の
由
利
領
で
あ

り
続
け
た
。
し
か
し
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
、
最
上
氏
が
改
易
さ

れ
る
と
由
利
領
に
は
新
し
い
領
主
た
ち
が
配
置
さ
れ
、
大
沢
郷
は
幕
府

む
す
び

罪
人
本
多
正
純
扶
持
料
の
時
代
を
経
て
、
岩
城
氏
亀
田
藩
領
や
生
駒

氏
矢
島
藩
の
飛
地
と
な
っ
た
。
そ
し
て
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
の
国

絵
図
に
よ
れ
ば
、
そ
の
大
沢
郷
は
由
利
領
か
ら
分
離
さ
れ
、
「
山
本
郡
」

に
色
分
け
さ
れ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
寛
文
印
知
で
は
、
幕
府
に
よ
っ
て

由
利
郡
が
認
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
山
本
郡
は
仙
北
郡
と
改
め
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
大
沢
郷
が
戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
頭
、
最
上
氏
支
配
の

時
代
ま
で
は
由
利
領
だ
っ
た
こ
と
が
正
し
く
伝
え
ら
れ
な
い
結
果
を
招

ヽ
こ
。

し

t
③
最
上
氏
が
実
施
し
た
艇
長
十
七
年
(
-
六
―
二
）
の
由
利
領
検
地

は
指
出
検
地
な
が
ら
近
世
的
な
検
地
で
、
「
半
物
成
」
「
五
ツ
取
」
の
方

式
は
村
方
の
年
貢
負
担
を
確
定
し
、
か
つ
家
臣
へ
の
知
行
配
分
に
よ
り

経
済
的
保
障
を
与
え
る
と
同
時
に
、
知
行
主
の
恣
意
性
を
排
除
し
つ
つ

諸
役
を
賦
課
す
る
体
制
を
確
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
城
氏
も
家
臣

の
統
制
力
を
強
め
、
本
荘
城
と
そ
の
城
下
町
を
建
設
整
備
し
て
家
臣
の

城
下
集
住
を
推
し
進
め
、
由
利
領
を
近
世
社
会
へ
と
尊
い
た
。

④
慶
長
十
七
年
の
由
利
領
検
地
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
由
利

郡
中
慶
長
年
中
比
見
出
検
地
帳
」
か
ら
、
本
城
氏
支
配
時
代
の
郷
の
ま

と
ま
り
を
見
る
と
、
出
羽
丘
陵
を
東
西
に
横
断
す
る
形
で
海
岸
部
か
ら

雄
物
川
左
岸
域
に
達
す
る
一
帯
に
羽
根
川
郷
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
羽
根
川
郷
の
南
側
に
位
置
す
る
名
ヶ
沢
と
君
ヶ
野
の

二
ヶ
村
、
お
よ
び
羽
根
川
郷
と
そ
の
北
方
の
百
三
段
郷
の
中
間
に
位
置

し
た
桂
根
村
は
、
こ
の
「
見
出
検
地
帳
」
に
記
載
が
な
く
、
こ
こ
は
戦
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国
期
秋
田
氏
が
支
配
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
太
閤
蔵
入
地
を
佐
竹
氏

が
引
き
継
い
だ
結
果
、
本
城
氏
支
配
域
の
中
に
残
っ
た
秋
田
藩
の
飛
地

だ
っ
た
。

⑤
政
景
日
記
に
百
三
段
の
地
名
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
由
利
領

か
ら
の
逃
亡
百
姓
を
政
景
自
ら
が
百
三
段
に
連
行
し
引
き
渡
し
た
事
件

だ
っ
た
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
由
利
領
側
の
担
当
者
で
本
城
満
茂
配
下

の
原
田
河
内
と
交
わ
し
た
人
返
し
案
件
を
見
る
と
、
地
元
百
姓
た
ち
の

世
界
で
は
由
利
領
北
部
地
域
と
秋
田
領
を
区
分
す
る
垣
根
は
低
か
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
た
。
政
景
日
記
か
ら
慶
長
末
以
来
、
元
和
・
寛
永
期

に
お
け
る
人
返
し
案
件
全
般
を
分
析
す
る
と
、
秋
田
領
と
由
利
領
と
の

人
返
し
事
例
が
藩
領
全
体
の
約
半
数
近
く
に
達
し
、
こ
の
地
域
で
は
百

姓
た
ち
が
日
常
的
な
交
流
域
を
形
成
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
予
測
さ

れ
た
。以

上
に
よ
り
、
百
三
段
地
域
の
秋
田
領
編
入
問
題
を
考
え
る
た
め
の

前
提
を
一
っ
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
は
も
う
―
つ
の
前
提
と
な

る
本
多
正
純
が
改
易
さ
れ
て
大
沢
郷
に
移
っ
た
と
き
の
同
地
の
状
況

と
、
本
多
支
配
の
跡
地
の
一
部
に
移
っ
た
岩
城
氏
亀
田
藩
の
初
期
藩
政

に
つ
い
て
、
こ
の
点
の
解
明
に
取
り
組
み
た
い
。

註
(
1
)
秋
田
県
公
文
苦
館
所
蔵

(
A
三
―
ニ
ー
一
三
0
|
-
＼
ニ
―
)
「
梅

津
政
景
日
記
」
元
和
八
年
十
月
八
日
の
条
。
本
稿
で
は
「
大
8
本

古
記
録
梅
津
政
兼
日
記
一
＼
九
」
（
東
京
大
学
史
料
編
築
所
編
、

岩
波
苦
店
、
一
九
九
六
年
＋
月
、
第
三
刷
）
に
依
拠
し
、
そ
の
第
五

巻
二
三
0
頁
。
以
下
こ
れ
を
、
政
景
8
記
五
、
二
三
0
頁
と
略
記
す
る
。

ま
た
、
合
字
の
「
6
」
を
「
よ
り
」
に
、
旧
字
体
を
常
用
漢
字
に
改
め
、

適
宜
句
点
を
付
し
た
。

(
2
)
「
梅
津
政
景
日
記
」
元
和
八
年
十
月
四
日
の
条
。
政
景
日
記
五
、

ニ
ニ
八
頁
。

(
3
)
「
元
和
八
年
、
由
利
領
北
端
百
三
段
地
域
の
秋
田
領
編
入
に
つ
い
て
」

（
秋
田
大
学
史
学
会
「
秋
大
史
学
」
六
六
号
、
二

0
二
0
年
＝
＿
月
）

(
4
)
「
西
仙
北
町
史
先
史
＼
近
世
篇
」
（
西
仙
北
町
郷
土
史
絹
慕
委
員
会

編
、
西
仙
北
町
発
行
、
一
九
九
五
年
三
月
）
二
四
九
頁
。

(
5
)
「
梅
津
政
景
日
記
」
元
和
八
年
十
月
二
日
の
条
。
政
景
日
記
五
、

ニ
ニ
七
頁
で
、
「
御
検
使
衆
を
ハ
御
帰
被
成
と
被
仰
付
、
秋
田
人
数

を
ハ
由
利
二
残
置
候
様
二
と
御
意
両
重
二
御
座
候
間
、
如
何
ヽ
之
由

申
上
候
へ
は
」
と
問
い
質
し
て
い
る
。

(
6
)
前
掲
註

(
5
)
に
続
く
記
述
。

(
7
)
政
景
日
記
五
、
三
二
四
頁
。

(
8
)
「
新
訂
寛
政
重
脩
諸
家
譜
第
八
」
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九

八
0
年
九
月
）
三
四
八
頁
。

(
9
)
「
本
荘
市
史
史
料
編
I
下
」
（
本
荘
市
編
集
発
行
、
一
九
八
五
年
三

月
）
五
九
三
頁
。
原
典
は
（
秋
田
県
雄
和
町
中
村
善
一
郎
氏
所
蔵
）

と
註
記
あ
り
。
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(10)
東
北
大
学
所
蔵
秋
田
家
文
書
「
湊
・
柏
山
両
家
合
戦
覚
書
」
（
「
本

荘
市
誌
史
料
編

I
上
」
四
七

0
頁
、
「
四
七
六
天
正
十
七
年

（
一
五
八
九
）
五
月
二
十
三
日
、
是
よ
り
先
、
豊
島
城
主
豊
島
道
季
、

秋
田
実
季
に
叛
し
、
実
季
を
柏
山
城
に
攻
め
る
。
是
日
、
秋
田
実
季
、

由
利
衆
に
助
勢
を
求
め
る
。
」
）

(11)
前
掲
註

(9)
に
同
じ
、
五
九
七
頁
。

(12)
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
出
羽
一
国
御
絵
図
」
（
同
館
、
一
九
九
九

年
刊
「
絵
図
目
録
」

I
秋
田
県
全
域
・
藩
政
期
の
二
六
。
ま
た
、
旧

県
庁
目
録
で
は
県

C
I六
0
三）。

(13)
佐
竹
氏
が
入
部
す
る
ま
で
木
売
沢
村
や
江
原
田
村
は
戸
沢
領
で
、
戸

沢
氏
が
常
陸
国
へ
移
封
し
た
あ
と
、
こ
の
地
を
佐
竹
氏
が
引
き
継

い
だ
点
に
つ
い
て
は
「
国
典
類
抄
第
十
巻
軍
部
全
」
（
秋

田
県
立
図
書
館
編
、
秋
田
県
教
育
委
員
会
発
行
、
加
賀
谷
書
店
、

一
九
八

0
年
）
五
六
頁
所
収
の
「
山
方
太
郎
左
術
門
泰
純
所
持
黒
沢

浮
木
元
重
依
御
意
二
書
上
之
雑
書
抜
キ
か
き
」
に
次
の
記
述
を
確
認

で
き
る
。

一
御
国
替
之
時
ハ
川
口
切
御
領
内
二
而
、
荒
屋
ハ
他
領
な
り
。
刈
和

野
向
ゑ
は
ら
田
・
き
う
り
か
沢
杯
と
申
処
、
戸
沢
殿
御
領
分
之
跡

二
而
此
方
御
領
と
成
ル
。
然
る
を
最
上
殿
御
身
代
御
果
、
由
利
領

御
公
地
二
罷
成
、
浄
光
院
様
被
仰
立
、
荒
屋
三
ヶ
村
豊
巻
又
浜
過

迄
も
御
領
二
被
成
、
其
替
地
二
ゑ
は
ら
田
・
き
う
り
か
沢
を
由
利

領
二
被
成
候
と
也
。
ニ
ヶ
処
斗
二
而
不
足
故
、
寺
館
尻
引
と
云
所

之
内
を
も
被
遣
候
と
也
。

前
稿
「
出
羽
国
知
行
高
目
録
と
正
保
国
絵
図
に
つ
い
て
」
（
東
北

大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
「
国
史
談
話
会
雑
誌
」
第
五
六
号
、

二
0
一
五
年
）
で
は
、
木
売
沢
村
を
仙
北
郡
大
沢
郷
に
所
在
す
る
村

と
解
し
て
い
た
が
、
右
に
見
る
と
お
り
木
売
沢
村
は
大
沢
郷
に
は
属

さ
ず
、
反
対
に
大
沢
郷
を
支
配
し
た
赤
尾
津
氏
と
対
峙
し
た
戸
沢
氏

が
支
配
し
た
村
だ
っ
た
。
こ
の
点
、
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
含
め
、
右
史
料
の
詳
し
い
分
析
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し

て
い
る
。

(14)
塩
谷
順
耳
「
秋
田
実
季
領
の
代
官
制
ー
太
閤
蔵
入
地
と
代
官
衆
ー
」

（
「
秋
大
史
学
」
三
九
号
、
一
九
九
三
年
）
。

(15)
「
秋
田
県
の
地
名
日
本
歴
史
地
名
体
系
5
」
（
平
凡
社
、
一
九
八
〇

年
六
月
）
三
三
四
頁
。
典
拠
の
原
典
は
前
掲
註

(10)
に
同
じ
、

四
七
三
頁
。

(16)
「
秋
田
市
史
第
八
巻
中
世
史
料
編
」
（
秋
田
市
編
集
発
行
、

一
九
九
六
年
三
月
）
二

0
0頁
、
「
二
七
九
文
禄
元
年
(
-
五
九
二
）

八
月
二
十
二

8

こ
れ
よ
り
先
、
秋
田
実
季
、
家
臣
を
代
官
、
三
分

の
一
代
官
な
ど
に
任
命
し
、
知
行
高
を
定
め
る
。
」
の
二

0
五
頁
。

(17)
前
掲
註

(16)
に
同
じ
、
一
九

0
頁
、
「
二
七

0

天
正
十
九
年

（
一
五
九
一
）
一
月
吉
日
秋
田
実
季
の
旧
領
地
秋
田
郡
内
に
、
弐

万
六
千
二
百
四
十
四
石
余
の
太
閤
蔵
入
地
が
お
か
れ
、
目
録
が
交
付

さ
れ
る
。
」

(18)
前
掲
註

(16)
に
同
じ
、
史
料
番
号
三
七
七
の
二
九
五
頁
。
な
お
、
同

「
秋
田
市
史
j

は
こ
れ
ら
に
続
き
、
次
の
通
り
太
閤
蔵
入
帳
を
収
録
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――-」（県
A
1
0
三
ー
三
）

す
る
が
、
「
白
川
村
」
と
「
白
根
村
」
と
が
混
乱
し
て
い
る
。

殿
長
三
年
、
史
料
番
号
四
一
三
（
三
二
三
頁
）
で
は
白
川
村

艇
長
二
年
、
史
料
番
号
五
三
六
（
四
七
九
頁
）
で
は
白
根
村

殿
長
三
年
、
史
料
番
号
五
三
七
（
四
八
二
頁
）
で
は
白
河
村

慶
長
四
年
、
史
料
番
号
五
三
九
（
四
八
九
頁
）
で
は
白
根
村

艇
長
五
年
、
史
料
番
号
五
四
一
（
四
九
四
頁
）
で
は
白
川
村

慶
長
六
年
、
史
料
番
号
五
四
二
（
四
九
八
頁
）
で
は
白
根
村

(19)
「
秋
田
県
史
第
二
巻
近
世
編
上
」
（
秋
田
県
編
、
一
九
七
七
年
四

月
）
五
一
頁
。
「
本
荘
市
史
通
史
絹
ー
」
(
-
九
八
七
）
五
七
四
頁

お
よ
び
五
七
七
頁
は
、
前
掲
註

(
9
)
の
三
一

0
頁
、
史
料
番
号
34

の
「
大
井
氏
系
図
」
よ
り
「
赤
宇
曾
離
散
」
の
文
言
を
引
用
し
て
い
る
。

(20)
前
掲
註

(
9
)
に
同
じ
く
「
本
荘
市
史
史
料
編
I
下
」
。
史
料
番

号一

0
五
か
ら
一
―
七
ま
で
一
三
点
の
検
地
帳
を
収
録
。

(21)
前
掲
註

(20)
に
同
じ
、
五
四
0
頁
。
史
料
番
号
七
九
「
由
利
郡
惣

高
覚
奢
」

(22)
前
掲
註

(19)
に
同
じ
「
本
荘
市
史
通
史
編
ー
」
、
五
八
七
頁
。

(23)
前
掲
註

(20)
に
同
じ
、
五
七
一
頁
。
史
料
番
号
一

0111
「
最
上
家

中
分
限
帳
」
の
五
七
七
頁
。

(24)
前
掲
註

(
9
)
に
同
じ
。

(25)
前
掲
註

(15)
に
同
じ
、
四
三
四
頁
の
「
長
浜
村
」
。

(26)
前
掲
註

(14)
に
同
じ
。

(27)
政
景
日
記
四
、
一
四
七
頁

(28)
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
雑
録

(29)
前
掲
註

(27)
に
同
じ
。

(30)
政
景
日
記
四
、
一
四
三
頁

(31)
前
掲
註

(20)
に
同
じ
、
五

0
二
頁
。
史
料
番
号
六
七
「
最
上
義
光

分
限
帳
」
の
五
0
四
頁
。

(32)
政
景
日
記
三
、
二
五
一
頁

(33)
「
新
訂
寛
政
重
脩
諸
家
譜
第
二
」
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八
0
年
九
月
）
二

0
二
頁
。

(34)
政
景
日
記
五
、
二
三
七
頁

(35)
政
景
日
記
四
、
一
八
七
頁
、
三
一
三
頁
、
三
二

0
頁
、
三
ニ
―
頁
、

三
二
四
頁
、
三
三

0
頁。

(36)
政
景
日
記
四
、
二
三
二
頁

(37)
政
兼
日
記
五
、
一
―
―

1
0頁。

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究

(C)

「
秋
田
藩
に
お
け
る
藩
士
の
土
地
開
発
と
本
知
高
編
入
に
関
す
る
研
究
」

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
端
で
あ
る
。

-50-

Akita UniversityAkita University




